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概　要

	１	 科学技術の研究
防災・減災に係る研究開発及び千島海溝地

震、日本海溝地震、首都直下地震、南海トラフ
地震などの地震や津波に係る調査研究を進める
とともに、風水害、火山、雪害、火災等に関す
る各種災害に係る調査研究等を推進する。

	２	 災害予防
公的機関職員・一般国民向けに各種の教育訓

練の実施、官民における防災施設の整備、公的
機関における防災体制及び災害対応に係る整備
並びに学校施設等の建築物の耐震化を推進す
る。また、災害に強い地域づくりなどを実施す
る。

	３	 国土保全
治水事業、治山事業、地すべり対策事業、急

傾斜地崩壊対策事業、海岸事業、農地防災事
業、災害関連事業、地盤沈下対策事業、下水道
における浸水対策等の各施策を推進する。

	４	 災害復旧等
災害応急対策については、災害時に迅速かつ

適切な救助活動が実施できるよう防災体制の整
備を推進する。災害復旧・復興については、被
災者生活再建支援金の支給、公共土木施設等に
おける災害復旧事業等により、被災地の早期の
復旧・復興を目指す。

	５	 国際防災協力
我が国で平成27年３月に開催された第３回

国連防災世界会議において策定された「仙台防
災枠組 2015-2030」の普及・定着を図るとと
もに、技術協力、無償資金協力及び有償資金協
力並びに国連・国際機関等への拠出により開発
途上国に対する防災協力や災害救援を行う。

	６	 防災庁の設置・運営
我が国の防災全体を俯瞰的に捉え、中長期的

視点から防災の在り方を構想するとともに、徹
底した事前防災の推進や、発災時から復旧・復
興までの災害対応における司令塔機能を発揮す
るため、令和８年中の「防災庁」の設置及びそ
の施策の企画立案・実施体制の整備に取り組
む。
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令和８年度防災関係予算額等集計表
� （単位：百万円）

府省庁名/区分 科学技術の研究 災害予防 国土保全 災害復旧等 国際防災協力 防災庁の
設置・運営 計

内 閣 官 房 （内数） 167 － － － 718 885

内 閣 府 49 20,996 － 4,139 371 1,305 26,860

警 察 庁 － 18,658 － － － － 18,658

金 融 庁 － － － 50 － － 50

消 費 者 庁 － （内数） － － － － （内数）

こども家庭庁 － （内数） － － － － （内数）

デ ジ タ ル 庁 － （内数） － － － － （内数）

復 興 庁 － － － 449,243 － － 449,243

総 務 省 － 270 － － （内数） － 270

消 防 庁 463 9,838 － 10 82 － 10,393

法 務 省 － 20,028 － 19 － － 20,047

外 務 省 － － － － 470 － 470

財 務 省 － 7 － 126,238 － － 126,245

文 部 科 学 省 3,940 6 － 427 （内数） － 4,373

文 化 庁 － 2,314 － （内数） － － 2,314

厚 生 労 働 省 － 1,979 － 2,652 － － 4,631

農 林 水 産 省 － 1,169 33,768 128,191 － － 163,128

経 済 産 業 省 － 5,630 2,215 － － － 7,845

国 土 交 通 省 219 6,653 33,556 24,969 181 － 65,578

気 象 庁 1,454 19,408 － － － － 20,862

海 上 保 安 庁 121 160,740 － 43 3 － 160,907

環 境 省 － 2,331 43,093 280 （内数） － 45,704

原子力規制庁 1,789 2,479 － － － － 4,268

防 衛 省 － 730,395 － 1,436 － － 731,831

防 災 庁 － － － － － 2,459 2,459

合計 8,035 1,003,068 112,632 737,697 1,107 4,481 1,867,020
（注）
１．�令和８年度政府予算案における防災関係予算額を、各項目毎に四捨五入（百万円未満）し、一般会計及び特別会計との間
及び政府関係機関との間の重複計数を除いて集計したものである。

２．合計額は、防災施策関係の額を特定できるものについての合計である。 
３．「（内数）」は内数表記のみのため合計額を記載していない。
４．単位未満四捨五入のため、合計と一致しないことがある。
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第1章　科学技術の研究

	１	 災害一般共通事項
（１）�情報収集衛星による自然災害観測・監視

技術
内閣官房内閣情報調査室においては、情報収

集衛星を運用し、災害発生時に関係機関に対し
て情報収集衛星で撮像した被災地域の画像の提
供を行うほか、大規模災害等事態が発生した場
合において必要と認められるときは、情報収集
衛星により得られた画像情報に基づく加工処理
画像を公開して、被災等の状況の早期把握等に
貢献する。

（２）�防災技術の研究開発の推進
内閣府においては、新たに防災技術への投資

を拡大・重点化し、我が国の事前防災や災害対
応の高度化を図るため、有識者会議を令和８年
度から新たに開催し、防災技術のシーズやニー
ズ調査を踏まえ、研究開発等を推進すべき研究
テーマを設定・提示する。

また、研究テーマについて、「事前防災対策
総合推進費」による関係省庁が連携した分野横
断的な研究開発等への支援や、民間等での研究
開発等の促進など、技術開発等に係る効果的な
推進方策を整理し、産官学の連携を図り、防災
技術の研究開発を推進する。

（３）�総合科学技術・イノベーション会議によ
る防災科学技術研究の推進

総合科学技術・イノベーション会議において
は、令和８年度から開始した第７期「科学技
術・イノベーション基本計画」（令和８年３月
27日閣議決定）、統合イノベーション戦略等に
基づき、豊かで安全・安心な社会の実現に向け
て、防災・国土強靭化関連技術の研究開発の推
進を図る。

①�戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩ
Ｐ）

「戦略的イノベーション創造プログラム（Ｓ
ＩＰ）」第３期の「スマート防災ネットワーク
の構築」において、引き続き衛星、ＡＩ、ビッ
グデータ、デジタルツイン等の最新の科学技術
を最大限活用し、国民一人一人の確実な避難や

広域経済活動の早期復旧等を実現するため、国
や地方自治体の災害対応に関する意思決定を支
援するための情報システム等の研究開発及び社
会実装の取組を引き続き推進する。

②�研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラ
ム（ＢＲＩＤＧＥ）

「研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラ
ム（ＢＲＩＤＧＥ）」において、防災・減災機
能強化を目的とした科学技術研究や危機管理技
術の研究開発を含む各省庁の革新技術を、社会
課題解決や新技術創出に活用し、研究成果の社
会実装を引き続き推進する。

（４）�防災リモートセンシング技術の研究開発
国立研究開発法人情報通信研究機構において

は、電波や光を用いて広範囲の大気状況や地表
面の様子を迅速に把握するリモートセンシング
技術に関する研究開発を進める。

（５）�レジリエントＩＣＴに関する研究開発等
国立研究開発法人情報通信研究機構において

は、強靱な社会インフラの構築に貢献するため
研究開発及びその成果の普及・社会実装に継続
的に取り組む。

（６）�グローバル環境計測技術の研究開発
国立研究開発法人情報通信研究機構において

は、雲、降水等の大気海洋圏の高精度計測のた
めに、電波センサー技術、解析・検証技術等の
研究開発を行う。

（７）�宇宙天気予報の高度化の推進
国立研究開発法人情報通信研究機構において

は、太陽活動等によって通信・放送・測位・航
空・人工衛星などの社会インフラに支障を及ぼ
すおそれがあることから、宇宙天気予報の24
時間 365 日運用、予報の毎日２回配信等を引
き続き着実に実施するとともに、社会的影響を
踏まえた新警報基準に基づく宇宙天気イベント
通報（ＳＡＦＩＲ）について、閾値の基準が未
策定の分野についても基準の策定を進める等、
宇宙天気予報の高度化・利用拡大を一層進めて
いく。
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（８）�消防防災科学技術研究推進制度（競争的
研究費制度）の促進

消防庁においては、消防防災科学技術研究推
進制度（競争的研究費制度）により、ＡＩの活
用を含めたＤＸに関する研究開発を始め、消防
防災行政に係る課題解決や重要施策推進のため
の研究開発、「統合イノベーション戦略2024」

（令和６年６月４日閣議決定）等の政府方針に
示された目標達成に資する研究開発に重点を置
き、消防機関等が参画した産学官連携による研
究開発を推進する。

（９）�災害時の消防力・消防活動能力向上に係
る研究開発

消防庁においては、土砂災害などの救助活動
が困難で危険を伴う災害現場において要救助者
を迅速かつ安全に救助できるようにするため、
三次元計測やドローンなどを用いた現場状況の
情報収集・分析・共有技術の研究開発並びに自
力避難困難者の円滑かつ安全な避難方策及び消
防職団員の殉職・受傷事故防止のための研究を
行う。

（10）�衛星等による自然災害観測・監視技術
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構にお

いては、陸域観測技術衛星２号「だいち２号」
（ＡＬＯＳ－２）、先進レーダ衛星「だいち４
号」（ＡＬＯＳ－４） 等を運用し、国内外の防
災機関に大規模災害における被災地の観測画像
の提供を行う等、災害状況の把握に貢献する。

（11）�デジタル技術を活用した防災・減災に関
する総合的な研究開発の推進

国立研究開発法人防災科学技術研究所におい
ては、社会を構成する多様な主体が科学的知見
に基づく適切な意思決定が行えるよう、防災・
減災に係るデータの統合・流通基盤の整備、復
旧・復興までのモデル化・シミュレーション技
術の開発、ハザード・リスク評価及び対策・対
応プロセスに関するシミュレーションを活用し
た研究開発を推進し、その成果を統合・可視化
させた情報プロダクツを生成・利活用するため
の基盤整備を実施する。

（12）�防災・減災のための基礎・基盤的研究開
発の推進

国立研究開発法人防災科学技術研究所におい
ては、地震・津波・火山、気象・雪氷災害等や
それらが複合した災害の被害軽減に向けた研究
開発を実施する。具体的には、陸海統合地震津
波火山観測網（ＭＯＷＬＡＳ）のデータを活用
した地震動等の情報を即時的・逐次的に提供す
るための研究開発、大地震・巨大地震の長期予
測・推移予測のための研究開発、火山災害の即
時・推移予測技術等の研究開発及びマルチセン
シング技術・シミュレーション技術を活用した
気象・雪氷災害の予測技術・ハザード評価技術
の研究開発を実施する。

（13）�農作物、農業用施設等の災害防止等に関
する研究

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研
究機構においては、耐冷性・耐寒性・耐湿性・
高温耐性品種の育成並びに作物の気象災害の防
止技術に関する研究及び農村地域の強靱化に資
する防災・減災技術の開発に関する研究を行
う。

（14）�漁港・海岸及び漁村における防災技術の
研究

国立研究開発法人水産研究・教育機構におい
ては、漁村地域の防災・減災機能を強化するた
めに、漁港施設・海岸保全施設の耐震・耐津波
に関する研究を行う。

（15）�港湾・海岸及び空港における防災技術の
研究

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究
所港湾空港技術研究所においては、既往の災害
で顕在化した技術的な課題への取組を継続しつ
つ、沿岸域における災害の軽減及び復旧に関す
る研究開発課題に取り組む。

（16）�港湾における研究開発に関する対策
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究

所港湾空港技術研究所においては、災害による
外力や老朽化による機能低下に対し、適切な評
価を行う手法を開発することにより、港湾施設
の整備等の効率化に取り組む。
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（17）�船舶における防災技術の研究
国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究

所においては、船舶の安全性向上や海難事故防
止に係る技術開発を進めることにより、海難事
故を削減するため、海難事故等の原因究明手法
の深度化、防止技術及び適切な再発防止策の立
案に関する研究等を行う。

（18）�災害等緊急撮影に関する研究
国土地理院においては、関係機関の迅速な災

害対応に資することを目的に、デジタル航空カ
メラや航空機ＳＡＲ等を用いた、地震、火山噴
火、水害等の被災状況の把握及び迅速な情報提
供を行うための手法の検討を行う。

（19）�自然災害からいのちと暮らしを守る国土
づくりに関する研究

国立研究開発法人土木研究所においては、自
然災害の外力が増大し激甚化しているととも
に、自然災害の発生が頻発化していることへの
対応として、災害予測技術の開発、大規模な外
力に粘り強く耐える施設の開発など、新たな技
術的課題へ即応するための研究開発を行う。

（20）�気象・水象に関する研究
気象庁においては、気象研究所を中心に気象

業務に関する技術の基礎及びその応用に関する
研究を推進する。特に気象観測・予報について
は、台風や線状降水帯等による集中豪雨等の監
視・予測技術に関する研究等を行う。また、地
球温暖化対策に資するため、数値モデルの改良
を行う。

	２	 地震災害対策
	 2-1	 地震に関する調査研究

（１）�地震調査研究推進本部
地震調査研究推進本部（本部長：文部科学大

臣）は、「地震調査研究の推進について　－地
震に関する観測、測量、調査及び研究の推進に
ついての総合的かつ基本的な施策（第３期）
－」（令和元年５月31日地震調査研究推進本部
決定）等の方針に基づき、地震調査研究を政府
として一元的に推進する。文部科学省において
は、上記方針等に基づき、活断層調査の総合的

推進等を行う。

（２）�南海トラフ海底地震津波観測網の構築・
運用

文部科学省においては、構築を完了した南海
トラフ海底地震津波観測網（Ｎ－ｎｅｔ）から
得られた観測データを地震・津波研究へ活用す
るとともに、気象庁の各種業務への活用を進め
る（後掲　第１章3-1（１））。

（３）�海底地震・津波観測網の運用
文部科学省においては、海域で発生する地

震・津波を即時に検知して緊急地震速報や津波
警報等に活用するとともに、海域の地震発生メ
カニズムを精度良く解明するため、南海トラフ
地震震源域に整備した地震・津波観測監視シス
テム（ＤＯＮＥＴ）、南海トラフ海底地震津波
観測網（Ｎ－ｎｅｔ）及び東北地方太平洋沖を
中心とする日本海溝沿いに整備した日本海溝海
底地震津波観測網（Ｓ－ｎｅｔ）を運用する。
また、首都圏の揺れを詳細に観測し直下の地震
活動等を高精度に把握することを目的とした首
都圏地震観測網（ＭｅＳＯ－ｎｅｔ）を運用す
る（後掲　第１章3-1（２））。

（４）�地震の発生及びその災害誘因の予測等に
関する基礎的研究の推進

文部科学省においては、「災害の軽減に貢献
するための地震火山観測研究計画（第３次）の
推進について（建議）」（令和５年12月22日科
学技術・学術審議会決定）に基づいた５か年計
画（令和６～10年度）により、国立大学法人
等における地震現象の解明、地震活動の予測、
津波や地震動などの災害誘因の予測などに関す
る研究や、防災リテラシー向上のための研究を
推進するとともに、南海トラフ沿いの巨大地震
など、災害科学として特に重要な事象について
総合的研究を実施し、関連分野間の連携強化を
通じた「総合知」により成果創出を目指す。

（５）�地震防災研究戦略プロジェクト
文部科学省においては、南海トラフ地震の評

価手法高度化や他地域への展開及び広域連鎖災
害への事前対策の加速を目指し、「南海トラフ
地震等巨大地震災害の被害最小化及び迅速な復
旧・復興に資する地震防災研究プロジェクト」
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を実施する。
また、これまで蓄積されてきた多様かつ大規

模な地震関連データ等を活用し、ＩｏＴ・ビッ
グデータ・ＡＩといった情報科学分野の科学技
術を採り入れた調査研究等を行い、防災に資す
る高精度かつ迅速な地震評価及び被害予測・被
害対策に結び付けることを目指し、「情報科学
を活用した地震活動・地震動評価技術の高度化

（STAR-E NEXT プロジェクト） 」を実施する。

（６）�地球変動帯で発生する地震及び火山活動
の諸現象に関する研究開発

国立研究開発法人海洋研究開発機構において
は、海底地殻変動の連続かつリアルタイムな観
測システム開発・整備及び海底震源断層の広域
かつ高精度な調査を実施する。また、観測デー
タを基に、より現実的なモデル構築及び推移予
測手法の開発・評価を行う。さらに、海域火山
の活動を把握するために海域火山活動観測シス
テムを開発する（後掲　第１章5-2（２））。

（７）�活断層評価の研究
国立研究開発法人産業技術総合研究所におい

ては、地形・地質学及び地球物理学的手法を用
いて社会的に重要な陸域及び沿岸海域の活断層
情報を収集し、過去の地震活動を解明する。ま
た地震発生ポテンシャル評価のための地殻応
力・地下構造情報の整備を行う。

（８）�海溝型地震評価の研究
国立研究開発法人産業技術総合研究所におい

ては、南海トラフ地震の短期的な予測を目標と
した地下水・地殻変動の観測施設の整備及び観
測データの解析並びに地形・地質学的手法に基
づいた過去の海溝型巨大地震・津波の発生履歴
解明及び津波波源の推定を行う（後掲　第１章
3-1（３））。

（９）�地震災害予測の研究
国立研究開発法人産業技術総合研究所におい

ては、地震動予測や地震被害対策に貢献するた
め、都市が広がる平野域に関する地下地質の三
次元モデル構築及び沿岸域に関する地質調査や
地下断面の解析を通じ、地質や地盤による地震
動特性の違いに関する研究を進める。また、過
去の地震を再現できる高度化した震源断層モデ

ルの開発や断層破壊メカニズムの解明を進め
る。

（10）�防災・減災に資する地殻変動情報の抽出
関連研究の推進

国土地理院においては、地殻活動モニタリン
グを強化し、地殻活動を解明するため、測地観
測データを用いた研究を行う。また、地震予知
連絡会を開催し、地震予知に関する調査・観
測・研究の情報交換及び学術的検討を行う。

（11）�測地技術を用いた地殻変動の監視
国土地理院においては、電子基準点等による

ＧＮＳＳ連続観測や、人工衛星の観測データを
用いたＳＡＲ干渉解析等により地殻変動の監視
を行い、得られた情報を災害対策の判断に資す
る資料として防災関係機関等へ提供する（後掲　
第２章5-3（４））。

（12）�地震に関する調査研究
気象庁においては、気象研究所を中心に地殻

活動・地震動の監視・予測技術の開発・改良に
関 す る 研 究 を 推 進 す る（後 掲　第 １ 章 3-1

（４））。

（13）�地震観測等
気象庁においては、全国における地震観測、

地殻岩石ひずみ観測、地磁気観測等を行う。ま
た、気象庁及び関係機関の地震に関する基盤的
調査観測網のデータを収集し、その成果を防災
情報等に活用するとともに、地震調査研究推進
本部地震調査委員会に提供する（後掲　第２章
2-3（14）、3-3（５））。

（14）�海底地殻変動観測等
海上保安庁においては、巨大地震の発生が懸

念されるプレート境界域におけるＧＮＳＳ－音
響測距結合方式の海底地殻変動観測、験潮によ
る海域地殻変動監視観測及び人工衛星レーザー
測距観測を実施し、プレート運動に伴う地殻変
動の把握等を行う。
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	 2-2	 震災対策一般の研究

（１）�都市のレジリエンス高度化に関する研究
開発

国立研究開発法人防災科学技術研究所におい
ては、今後発生が懸念されている南海トラフ地
震や首都直下地震等により引き起こされる大規
模災害に対して都市における社会経済活動が確
実に継続できるレジリエントな社会を目指し
て、実大三次元震動破壊実験施設（Ｅ－ディ
フェンス）による震動実験及び震動実験を再現
するシミュレーションを活用し、都市空間内の
構造物等の特性が動的に変化する状態を定量的
に評価する技術及びその評価結果を尺度にした
都市のレジリエンスを向上させる技術の研究開
発を行う。また、実験施設の保守・管理の推進
及び利活用の促進並びに実験への支援を継続的
に実施する。

（２）�漁港・海岸及び漁村の地震災害防止と減
災技術に関する研究

国立研究開発法人水産研究・教育機構におい
ては、漁港施設・海岸保全施設の防災・減災手
法の開発に関する研究を行う。

（３）�農業用基幹施設の防災及び減災技術に関
する研究

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研
究機構においては、農業用ダム、ため池、パイ
プライン等の農業用基幹施設を対象とした防
災・減災技術に関する研究を行う。

（４）�巨大地震等に対する建築物の安全性向上
及び地震後の継続使用性評価に関する研
究開発

国立研究開発法人建築研究所においては、引
き続き、巨大地震や風水害等の自然災害に対す
る住宅・建築の損傷や倒壊防止等のための構造
安全性等の確保に関する研究開発及び建築物や
都市の継続使用性の確保に関する研究開発を行
う。

（５）�大規模地震に対するインフラ施設の機能
確保技術の開発

国立研究開発法人土木研究所においては、大
規模地震に対する被害軽減及び早期機能回復等

に貢献するため、橋梁や土工構造物を対象とし
て、耐震性能評価に基づく被害予測の向上、耐
震補強技術による被害の最小化及び致命的な被
害に至りにくく速やかな応急復旧が可能となる
構造の実現に向けた技術の開発を行う。

（６）�港湾・海岸及び空港土木施設の地震災害
防止に関する研究

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究
所港湾空港技術研究所においては、地震災害の
軽減や復旧のために、液状化による沈下・流動
の新たな予測手法の開発及び地震学的・地盤工
学的知見に基づく地震動の事後推定技術に関す
る研究を行う。

（７）�強震観測
国土交通省国土技術政策総合研究所において

は、土木構造物の被害メカニズムの解明や合理
的な耐震設計法を確立するため、強震観測網の
維持管理並びに地震動の観測及び解析を継続す
る。

（８）�係留施設の地震後の即時利用や容易な応
急復旧を可能とする新たな耐震設計法の
開発

国土交通省国土技術政策総合研究所において
は、令和６年能登半島地震により被災した係留
施設の利用可否判断に時間を要する一方、給水
支援や緊急物資輸送などの様々な形態での利用
要請があったことを踏まえ、係留施設の地震後
の即時利用や容易な応急復旧を可能とする新た
な耐震設計法の開発に加え、地震後の係留施設
における耐力の定量的な評価方法の標準化に関
する研究を行う。

（９）�大地震時における建築物の既製コンク
リート杭の損傷低減に資する設計法に関
する研究

国土交通省国土技術政策総合研究所において
は、近年の大地震時における既製コンクリート
杭の破壊による建築物の継続使用性阻害に鑑
み、大地震時における既製杭の損傷低減による
建築物の継続使用確保に資するための研究を行
う。
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（10）�戸建住宅の耐震性向上に資する改修方策
に関する研究

国土交通省国土技術政策総合研究所において
は、旧耐震基準による既存戸建住宅を対象に、
地震の際に命を守るための最低限の耐震性確保
及び生活の質を向上させる改修の組み合わせに
よる、耐震性向上に資する改修方策に関する研
究を行う。

（11）�地震直後の空港舗装における迅速な点検
方法に関する研究開発

国土交通省国土技術政策総合研究所において
は、地震直後の空港での点検機材確保が困難と
なる状況を想定し、点検に適用できる機材の選
択肢を増やすとともに、空港管理者が調達可能
な機材に応じて点検を迅速に行うことを可能に
することを目的として、調達しやすい簡易な機
材を前提とした滑走路勾配の迅速な計測方法及
び舗装構造評価方法を開発することを目的とす
る研究を行う。

	３	 津波災害対策
	 3-1	 津波に関する調査研究

（１）�南海トラフ海底地震津波観測網の構築・
運用

（再掲　第１章2-1（２））

（２）�海底地震・津波観測網の運用
（再掲　第１章2-1（３））

（３）�海溝型地震評価の研究
（再掲　第１章2-1（８））

（４）�津波に関する調査研究
（再掲　第１章2-1（12））
気象庁においては、気象研究所を中心に、津

波予測精度の向上のため、多点観測データや予
測データベース等を用いた津波の即時的予測手
法の高度化に関する研究、遠地津波の後続波・
減衰特性のモデル化に関する研究等を行う。

	 3-2	 津波対策一般の研究

（１）�農村地域の減災及び防災技術に関する研
究

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研
究機構においては、農地海岸やその後背地の農
地の津波災害に対する防災・減災技術に関する
研究を行う。

（２）�漁港・海岸及び漁村の津波災害防止に関
する研究

国立研究開発法人水産研究・教育機構におい
ては、漁港施設・海岸保全施設の津波対策に関
する研究を行う。

（３）�積雪寒冷地における津波防災・減災に関
する研究

国立研究開発法人土木研究所においては、海
氷を伴う津波に対する防災・減災に貢献するた
め、港湾等の構造物に作用する海氷の外力推定
技術やアイスジャムの形成予測技術の開発を行
う。

（４）�港湾・海岸及び空港土木施設の津波災害
防止に関する研究

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究
所港湾空港技術研究所においては、津波災害の
軽減や復旧のために、津波漂流物リスクの脆弱
性及び対策効果の定量的評価に関する研究を行
う。

	４	 風水害対策
（１）�リモートセンシングによる気象稠密観測

国立研究開発法人情報通信研究機構において
は、雨、風、水蒸気等を精密・迅速に計測する
ための電波や光を用いたリモートセンシング技
術に関する研究開発及びゲリラ豪雨や線状降水
帯などの災害対策に資する観測データの利活用
手法に関する研究開発を行う。

（２）�風水害に関する研究
国立研究開発法人防災科学技術研究所におい

ては、気候変動の影響等に伴い激甚化・広域化
する風水害・土砂災害等の気象災害の被害を軽
減するため、レーダー技術等を活用したマルチ



230 令和8年版 防災白書

第
3
部

令
和
８
年
度
の
防
災
に
関
す
る
計
画

センシング技術及び数値シミュレーション技術
を活用し、ゲリラ豪雨や突風・降雹・雷等を伴
う危険な積乱雲等の早期検知や発生メカニズム
の解明及び観測技術に関する研究を進めるな
ど、気象災害の予測技術開発やハザード評価技
術等の研究開発を実施する。

（３）�豪雨時の農村地域の防災・減災に関する
研究

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研
究機構においては、農村地域の豪雨災害に対す
る防災・減災技術に関する研究を行う。

（４）�豪雨・地震・強風時の山地災害対策に関
する研究

国立研究開発法人森林研究・整備機構におい
ては、豪雨・地震・強風による山地災害の発生
源対策のために必要となる崩壊・地すべり・土
石流・森林の強風害の発生機構や森林の崩壊防
止機能に関する研究を行う。

（５）�漁港・海岸及び漁村の高波・高潮災害防
止に関する研究

国立研究開発法人水産研究・教育機構におい
ては、漁港施設・海岸保全施設の高波・高潮災
害対策に関する研究を行う。

（６）�水災害の激甚化に対する流域治水の推進
支援技術の開発

国立研究開発法人土木研究所においては、流
域治水を推進し水災害の防止・軽減等に貢献す
るため、将来の水災害外力の想定、流域治水に
よる取組の実現や効果の評価、適切な洪水リス
ク情報の提供及び社会の強靱化に向けた技術の
開発を行う。

（７）�気候変動下における継続的な流域及び河
道の監視・管理技術の開発

国立研究開発法人土木研究所においては、気
候変動に対応し治水・利水と環境が調和した河
川の管理に貢献するため、流域・河道等の監
視・評価及び外力増大と多様な流況に対応でき
る河道・河川構造物の設計・予防保全に向けた
技術の開発を行う。

（８）�顕在化した土砂災害へのリスク低減技術
の開発

国立研究開発法人土木研究所においては、土
砂災害の防止・軽減等に貢献するため、顕在化
した土砂災害危険箇所の抽出やハザードエリア
設定及び適切な事前対策工の実施に向けた技術
の開発を行う。

（９）�水災害・リスクマネジメント国際セン
ター（ＩＣＨＡＲＭ）による研究開発等

国立研究開発法人土木研究所水災害・リスク
マネジメント国際センター（ＩＣＨＡＲＭ）に
おいては、国内外の関連機関等と連携を図りつ
つ、世界の水関連災害の防止・軽減に貢献する
ために、革新的な研究、効果的な能力育成、効
率的な情報ネットワーク活動及び各種国際プロ
ジェクトを一体的に推進する。

（10）�港湾・海岸及び空港土木施設の高潮・高
波災害防止に関する研究

国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究
所港湾空港技術研究所においては、高潮・高波
災害の軽減や復旧のために、海象観測データの
集中処理・解析に基づく海象特性の解明、機動
的な高潮評価技術の開発、港内施設の設計波浪
外力の算定法に関する研究及び海面上昇・波高
増大が外郭施設に及ぼす影響に関する研究を行
う。

（11）�土石流・土砂流の二次元河床変動計算等
による細やかなリスク情報に基づく情報
提供手法に関する研究

国土交通省国土技術政策総合研究所において
は、土石流について氾濫範囲の相対的な危険度
を示すための計算方法及び氾濫被害のおそれの
あるエリアを示すための境界条件設定方法に関
する研究を行う。

	５	 火山災害対策
	 5-1	 火山調査研究の推進に関する取組

（１）�火山調査研究推進本部
火山調査研究推進本部（本部長：文部科学大

臣）においては、火山に関する観測、測量、調
査、研究の推進についての総合的かつ基本的な
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施策の立案及び火山に関する総合的な調査観測
計画の策定についての検討を進める。文部科学
省においては、火山調査研究推進本部の方針の
下、噴火履歴・火山体構造等の基礎情報調査、
常時観測点の強化・運用及び火山噴出物分析セ
ンターの整備を行う。

（２）�火山の機動観測体制の構築
文部科学省においては、火山調査研究推進本

部の方針の下、国立研究開発法人防災科学技術
研究所における、大学・研究機関等との協力に
よる機動観測体制を構築し、火山噴火時など機
動的・重点的な観測が必要な火山の観測を行
う。

（３）�火山の研究開発や火山専門家の育成・継
続的な確保の推進

・即戦力となる火山人材育成プログラム
文部科学省においては、火山研究者を目指す

社会人等への学び直しの機会提供、関連分野の
研究者等の火山研究への参画促進、自治体・民
間企業等における実務者への火山の専門知識・
技能の取得支援等を行うことで、幅広い知識・
技能を習得した即戦力となる火山研究・実務人
材の育成を目指す。
・火山ハザード対策に向けた研究・人材育成総

合プロジェクト
文部科学省においては、令和８年度に「火山

ハザード対策研究推進・開発事業」と「火山ハ
ザード対策研究人材育成事業」を両輪とするプ
ログラムを実施する。これにより、火山調査研
究推進本部における効果的な火山評価の実現、
火山噴火即時把握や火山ハザード対策に資する
技術の開発及びそれらを担う高度な知見を有す
る火山研究者の育成を目指す。

	 5-2	 火山災害対策一般の研究等

（１）�火山噴火及びその災害誘因の予測等に関
する基礎的研究の推進

文部科学省においては、「災害の軽減に貢献
するための地震火山観測研究計画（第３次）の
推進について（建議）」に基づいた５か年計画

（令和６～10年度）により、国立大学法人等に
おける火山現象の解明、火山噴火の発生や推移
の予測、火山灰や溶岩の噴出などの災害誘因の

予測などに関する基礎的研究や、防災リテラ
シー向上のための研究を推進するとともに、大
規模火山噴火など、災害科学として特に重要な
事象について総合的研究を実施し、関連分野間
の連携強化を通じた「総合知」による成果創出
を目指す。

国立研究開発法人産業技術総合研究所におい
ては、火山噴火推移予測研究の推進のため、活
動的火山の噴火履歴、災害実績・活動状況把握
等に資する地質調査及び噴火機構やマグマ準備
過程をモデル化するための調査観測・実験的研
究を行う。

（２）�地球変動帯で発生する地震及び火山活動
の諸現象に関する研究開発

（再掲　第１章2-1（６））

（３）�火山噴火に起因した土砂災害の減災手法
に関する研究

国立研究開発法人土木研究所においては、火
山噴火に起因した土砂災害に対する緊急減災技
術や事前対策技術の開発に関する研究を行う。

（４）�火山現象に関する研究
気象庁においては、気象研究所を中心に火山

現象の即時的把握及び予測技術の高度化に関す
る研究等を推進する。また、火山調査研究推進
本部を通じて関係機関と緊密な連携を図り、火
山現象に関する研究を推進する。

（５）�海域火山の活動状況把握
海上保安庁においては、航空機による南方諸

島及び南西諸島方面における海域火山の温度分
布、火山性変色水の分布等の調査や、測量船に
よる海底地形調査を行い、海域火山基礎情報の
整備及び提供を引き続き行う。

	６	 雪害対策
（１）�雪氷災害に関する研究

国立研究開発法人防災科学技術研究所におい
ては、気候変動に伴い増加している集中豪雪や
湿雪災害、雪崩、吹雪、着雪、屋根雪、道路雪
氷等による雪氷災害を軽減するために、ステー
クホルダーとの協働により、ニーズに合った雪
氷災害情報の創造・社会実装を目指し、降積雪
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の量だけではなく質の把握に基づく雪氷災害に
関するモニタリング技術及び面的予測モデル等
の研究開発を実施する。

（２）�雪崩及び冠雪害に関する研究
国立研究開発法人森林研究・整備機構におい

ては、森林の雪崩災害軽減機能の解明のため、
雪崩発生に関わる気象条件及び降雪・積雪状態
並びに雪崩危険度の調査研究を行う。また、樹
木着雪による倒木被害の発生予測技術に関する
研究を行う。

（３）�雪崩対策に関する研究
国立研究開発法人土木研究所においては、雪

崩災害の被害を防止・軽減するため、雪崩の三
次元計測結果等を用いて雪崩災害ハザードエリ
ア評価技術の開発を行う。

（４）�積雪寒冷地における雪氷災害の被害軽減
等に関する研究

国立研究開発法人土木研究所においては、積
雪寒冷地における雪氷災害の被害軽減や冬期道
路交通サービスの確保に貢献するため、極端気
象時の冬期道路管理の判断を支援する技術、吹
雪対策施設の性能評価及び防雪機能確保・向上
技術の開発に加え、除雪の作業・安全支援や省
力化・自動化技術及び冬期道路交通の安全性向
上を図る技術の開発を行う。

	７	 火災対策
（１）�火災に関する研究

消防庁においては、次の研究を行う。
・市街地火災等の大規模延焼火災による被害を

抑制するための研究開発
大規模な地震直後の市街地同時多発火災に加

え、大船渡市で発生したような林野火災など延
焼火災による被害拡大を抑えるため、三次元空
間データに対応した消防力運用シミュレーショ
ン、林野火災等における建物への飛び火火災警
戒・防御、火災旋風発生予測モデルの大規模火
災への適用及び社会変化に対応し持続可能な消
防活動技術の研究開発を行う。
・消火活動困難な火災に対応するための消火手

法の研究開発
近年急増する大規模倉庫では、ひとたび火災

が発生し初期消火に失敗すると、急激な延焼拡
大により消火が極めて困難な火災となる。実
際、そのような火災は多発しており、消防隊員
の殉職も起きている。このような火災に対処す
るため、区画火災のより安全で効率的で効果的
な消火手法の研究開発及び開発した消火手法を
実用化するための現有消防資機材を活かした資
機材開発を行う。
・火災・危険物流出等事故原因調査に関する研

究
特異な火災事案が発生した際、今後の防火安

全対策に有効な知見を得るために火災原因調査
を行い、火災原因調査技術の高度化を図るため
に必要な現地調査用資機材、サンプル採取・分
析方法、火災現象の再現方法、火災原因の推
定・特定手順等について体系的な調査研究を行
う（後掲　第１章８（１））。
・火災原因調査及び火災避難の高度化に関する

研究開発
精確な火災原因究明による火災予防及び火災

による人的被害予防のため、近年各地で相次い
で発生しているバイオマス発電所の火災及び急
増する電気火災に対する火災原因調査能力の向
上に関する研究及び大規模地震等の災害による
長時間停電時の照明不十分な状況下での高層建
物における避難時間推定方法の高度化に関する
研究を行う。
・ＥＶ火災を対象とした道路トンネル内等消防

活動困難空間における危険回避に関する研究
トンネルなどの消防活動困難な空間での電気

自動車（ＥＶ）の火災に対して、安全な消防活
動を実施可能にするために、電気自動車の燃焼
性状・消火方法、漏洩ガスや濃煙を安全かつ効
果的に除去する方法及びトンネル等での爆発現
象・その周囲への影響の把握に関する研究を行
う。

（２）�林野火災に関する一般研究
国立研究開発法人森林研究・整備機構におい

ては、林野火災対策として、林野火災の発生・
拡大危険度に関する研究を行う。

（３）�建築物や都市の火災安全性向上技術の研
究開発

国立研究開発法人建築研究所においては、引
き続き、火災による被害の軽減等による住宅・
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建築・都市の高度な火災安全性の確保に向けた
技術に関する研究開発を行う。

（４）�建築火災時の避難弱者の行動特性に基づ
く避難安全設計に関する研究

国土交通省国土技術政策総合研究所において
は、高齢者、車いす使用者、妊婦等のいわゆる
避難弱者が安心して建築物を利用できるよう、
建築火災発生の際の避難時のバリアフリー化に
関する避難安全設計ガイドラインを作成する。

（５）�林野火災リスクに対応した市街地火災対
策技術の研究

国土交通省国土技術政策総合研究所において
は、林野火災による市街地・建築物への影響を
定量的に評価し、対策を講ずるための研究開発
を行う。

	８	 危険物災害対策
（１）�危険物災害の防止に関する研究

消防庁においては、次の研究を行う。
・危険物施設における火災等事故・地震災害を

抑止するための研究
南海トラフ地震・首都直下地震などの大地震

発生時の石油コンビナート区域等のエネルギー
施設の地震被害の拡大抑止・軽減のため、大型
石油タンクの想定大地震発生時の被害予測及び
予測手法の高度化・高精度化の研究を行う。
・危険物貯蔵所における腐食等劣化に関する研

究
グリーントランスフォーメーション（ＧＸ）

に関連する新たな物質及び石油類が危険物貯蔵
所（石油タンク）を構成する部材である鋼板・
内面コーティングの腐食・経年劣化に与える影
響及びそのメカニズムを明らかにするための研
究を行う。
・火災・危険物流出等事故原因調査に関する研

究
（再掲　第１章７（１））

（２）�爆発防止等に関する研究
国立研究開発法人産業技術総合研究所におい

ては、火薬類に代表される爆発性化学物質や水
素等の可燃性ガスの爆発安全及び利用技術の研
究を行い、爆発防止及び爆発影響低減化技術の

開発を行う。また、産業保安分野では、事故事
例データベース等を整備し共通基盤技術の研究
を行う。

	９	 原子力災害対策
（１）�農用地、農作物等の原発事故対応の研究

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研
究機構においては、原発事故に対応し、農地土
壌における放射性物質の汚染状況及び農作物等
における放射性物質の移行動態の解明に関する
研究を行う。

（２）�原子力発電所等の地震・津波等の外部事
象に対する安全性の評価等

原子力規制委員会においては、新規制基準を
踏まえた原子力発電所等の地震・津波等の外部
事象に対する安全性を厳正に評価・確認するた
めに、東北地方太平洋沖地震、熊本地震、能登
半島地震等を踏まえた知見を収集・反映し、新
規制基準適合性に係る審査の技術的判断根拠の
整備等を行い、研究報告等に取りまとめ、公表
する。

（３）�原子力発電所等におけるシビアアクシデ
ント対策

原子力規制委員会においては、原子力発電所
等におけるシビアアクシデントの発生防止及び
発生時の的確な対応のために、東京電力株式会
社福島第一原子力発電所事故の教訓を規制に反
映するための新たな技術的な課題解決に取り組
み、研究報告等に取りまとめ、公表する。
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第2章　災害予防

	１	 災害一般共通事項
	 1-1	 教育訓練

（１）�政府における訓練・研修
内閣府においては、９月１日の「防災の日」

総合防災訓練等を実施するとともに、11月５
日の「津波防災の日」を中心に、住民参加の地
震・津波防災訓練等を実施する。また、国、地
方公共団体等の職員に対して、「防災スペシャ
リスト養成」に資する研修等を実施する。

（２）�警察庁における教育訓練
警察庁においては、都道府県警察の幹部に対

して災害応急対策等についての教育訓練を行う
ほか、都道府県警察に対して、災害警備本部の
設置・運営訓練や関係機関と連携した訓練の実
施を指示する。また、警察災害派遣隊による実
戦的な合同訓練を行うこととし、特に、警察災
害派遣隊の中核である広域緊急援助隊では、所
要の合同訓練等を行うとともに、機動警察通信
隊では、より迅速な情報収集活動や通信手段確
保のための実戦的な訓練を行う。

（３）�民間の認定こども園、幼稚園、保育所等
における防災対策の推進

こども家庭庁においては、民間の認定こども
園、幼稚園、保育所等における火災、地震等の
災害時に備え、防災教育等の防災対策を図るた
めに要する費用を負担する。

（４）�非常通信協議会における非常通信訓練の
実施等

非常通信協議会（非常通信に携わる関係省
庁、地方公共団体、指定公共機関等約2,200者
から構成）においては、災害時における円滑な
通信の確保を目的として、非常通信計画の策
定、全国非常通信訓練等を実施する。

（５）�災害時外国人支援情報コーディネーター
養成研修の実施

総務省においては、災害多言語支援センター
等の拠点において、災害時に行政等から提供さ
れる情報を整理し、避難所等にいる外国人被災

者のニーズとのマッチングを行う災害時外国人
支援情報コーディネーターを養成する研修を実
施する。

（６）�消防庁における教育訓練
消防庁においては、国及び都道府県の消防の

事務に従事する職員並びに市町村の消防職員及
び消防団員に対し、火災、風水害、地震、津
波、危険物災害等の各種災害に対する消防防災
体制の強化のための知識・技術の修得や実践的
な指揮訓練・図上訓練など、幹部として必要な
教育訓練を行う。

（７）�法務省における教育訓練
法務省においては、災害等非常事態における

法務省関係機関相互の情報連絡手段を確保し、
災害情報等を迅速かつ確実に収集・伝達するた
め、ＩＰ無線機等で構成される法務省緊急連絡
体制に基づく通信訓練を行う。

（８）�防災教育の充実
文部科学省においては、セーフティプロモー

ションスクール等の考え方を取り入れた防災教
育を含む学校安全の組織的取組、外部専門家の
活用、学校間の連携の促進を通じた地域全体で
の学校安全体制の構築及び教職員に対する研修
の実施に対して支援する。

（９）�独立行政法人国立病院機構における教育
訓練

独立行政法人国立病院機構においては、医
師・看護師等の医療従事者を対象に災害医療に
ついての研修を実施する。

（10）�ＮＢＣ災害・テロ対策研修の実施
厚生労働省においては、ＮＢＣ（核、生物剤

及び化学剤）災害及びテロに対し適切な対応が
できる医師等を養成するため、救命救急セン
ターや災害拠点病院の医療従事者を対象にＮＢ
Ｃ災害・テロに関する専門知識、技術及び危機
管理能力を習得するための研修を実施する。

（11）�日本赤十字社の救護員養成事業に対する
補助

厚生労働省においては、日本赤十字社の非常
災害に係る救護班要員等に対する研修に要する
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経費について補助を行う。

（12）�災害支援リーダー養成研修事業
厚生労働省が設置した国際障害者交流セン

ターにおいては、災害発生時、障害者に対する
きめ細かな支援活動に資するよう、救助・支援
活動をサポートする災害時ボランティアリー
ダーや、視覚・聴覚障害者の障害特性に応じた
対応方法を熟知した災害時リーダーを養成する
事業を実施する。

（13）�こころの健康づくり対策事業
厚生労働省においては、犯罪・災害等の被害

者となることで生じるＰＴＳＤ（心的外傷後ス
トレス障害）に対する、精神保健福祉セン
ター、保健所、病院等の機関における相談活動
の充実・強化や治療・診断技術の向上等を図る
ことを目的としたＰＴＳＤ対策専門研修に対す
る補助を行う。

（14）�災害医療コーディネーター研修の実施
厚生労働省においては、災害発生時に各都道

府県や市区町村の災害対策本部の下に設置され
る保健医療福祉調整本部において、医療チーム
の派遣調整業務を行う人員（災害医療コーディ
ネーター）を対象とした研修の補助を行う。

（15）�災害時小児周産期リエゾン養成研修の実
施

厚生労働省においては、災害時に小児・周産
期領域の情報収集を行い、災害医療コーディ
ネーターや災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）に
対して適切な情報提供を行える災害時小児周産
期リエゾンの養成及び技能維持のための研修を
実施する。

（16）�災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥ
ＡＴ）養成研修の実施

厚生労働省においては、被災地方公共団体に
おける円滑な保健医療活動を支援する災害時健
康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）の整備が
促進されるよう、支援活動に関する研究及び都
道府県等の公衆衛生医師、保健師、管理栄養士
等に対する教育研修を実施する。

（17）�事業継続計画（ＢＣＰ）策定研修の実施
厚生労働省においては、災害時における医療

提供体制の充実強化のため、事業継続計画（Ｂ
ＣＰ）策定に必要なスキルやノウハウ等を医療
機関担当者等が習得するための研修を実施す
る。

（18）�災害薬事コーディネーター研修の実施
厚生労働省においては、災害発生時に各都道

府県や市区町村の災害対策本部の下に設置され
る派遣調整本部等において、医薬品等や薬剤師
及び薬事・衛生面に関する情報の把握やマッチ
ング等を行う人員（災害薬事コーディネー
ター）を対象とした研修の補助を行う。

（19）�国土交通省国土交通大学校における教育
訓練

国土交通省国土交通大学校においては、国土
交通省の職員等を対象に、「ＴＥＣ－ＦＯＲＣ
Ｅ〔隊長〕研修」、「ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ〔班
長・リエゾン〕研修」等において、高度で総合
的な知識の修得及び危機管理能力等の向上を目
的に演習を取り入れた研修を実施するととも
に、必要に応じ、防災・災害に関する一般的な
知識・技術についての講義等を実施する。

（20）�気象庁における教育訓練
気象庁においては、気象等に関する知識の普

及等を図るとともに、防災関係機関等の担当者
を対象に予報、警報等に関する説明会を適宜開
催する。また、気象大学校大学部及び研修部で
は、気象業務遂行に必要な知識及び技術の教育
を行い、職員の資質向上を図る。

（21）�海上保安庁における教育訓練等
海上保安庁においては、災害対応に従事する

職員を対象とした各種災害発生時の対応に係る
教育、関係機関と連携した災害対応訓練等を実
施する。また、海難及び海上災害の防止に資す
るため、海難防止講習会等の開催、タンカー等
危険物積載船舶への訪船指導、危険物専用の岸
壁や桟橋の点検、船舶運航関係者に対する事故
等発生時の措置に関する指導等を実施する。

（22）�防衛省における教育訓練
防衛省においては、多種多様な災害に対処す
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るため、陸海空自衛隊の任務の特性並びにそれ
ぞれの規模に応じて、訓練等を実施し対処能力
を高めている。

また、陸海空自衛隊が一体となって災害対処
に当たる統合運用体制下における迅速な初動態
勢、連携要領及び情報の共有といった対処能力
の維持向上のため自衛隊統合防災演習等を実施
するとともに、各地方公共団体等が実施する防
災訓練等に積極的に参加する。

	 1-2	 防災施設設備の整備

（１）�中央防災無線網の整備
内閣府においては、政府の迅速かつ円滑な災

害対応に寄与するため中央防災無線網の維持運
用を行うほか、地上系通信網の被害に影響され
ない通信の確保のため、衛星通信設備の更新等
を行う。更新に当たり、設備配置の最適化を図
るとともに新技術を活用する。

（２）�準天頂衛星システムを活用した防災情報
発信機能の強化

内閣府においては、準天頂衛星システムによ
る災害関連情報の伝送機能を有する災害・危機
管理通報サービス等の全国展開に向け普及を推
進するとともに、確実な機能確保及び高度化に
向けて必要な検討を進める。

（３）�災害警備活動用資機材等の整備
警察庁においては、都道府県警察の災害警備

活動に必要な救出救助資機材や警察用車両等の
更新整備を行うとともに、警察施設の耐震化等
による防災機能の強化等を図る。また、警察災
害派遣隊等の災害対処能力向上のため、災害警
備訓練施設の整備を推進する。

（４）�災害に備えた交通安全施設等の整備
警察庁においては、車両感知器、信号機電源

付加装置、交通管制センター等の災害に備えた
交通安全施設等の整備を推進する。

（５）�防災基盤整備事業の推進
総務省及び消防庁においては、災害等に強い

安全・安心なまちづくりを進めるため、防災基
盤整備事業として地方財政措置を講ずることに
より、地方公共団体が行う防災施設整備、消防

防災の情報化等の重点的な防災基盤の整備を推
進する。

（６）�電気通信設備の安全・信頼性の確保等
総務省においては、停電対策、水防対策、伝

送路の信頼性向上等による災害に強い電気通信
設備の構築や、被災地との円滑な安否確認等に
利用できる災害用伝言サービスの利用促進等、
電気通信事業者による災害対策を推進する。

（７）�災害対策用移動通信機器の配備
総務省においては、非常災害時における被災

地の通信手段の確保のため、地方公共団体等へ
の災害対策用移動通信機器の貸出しを行う。

（８）�消防防災通信ネットワークの整備
消防庁においては、災害時における国・都道

府県・市町村相互間における情報の収集伝達の
確実化及び迅速化を推進するため、全国的な消
防防災通信ネットワークの整備等、機能の高度
化に努める。

（９）�緊急消防援助隊関係施設及び資機材の整
備

消防庁においては、南海トラフ地震等の大規
模災害への対応力を国として強化するため、緊
急消防援助隊を計画的に増強整備し、より効果
的な活動体制を構築するために、消防用車両等
の整備について、市町村等に対し補助を行う。

（10）�消防防災施設の整備
消防庁においては、地震や火山噴火等に伴う

大規模災害や特殊災害、増加する救急需要等に
適切に対応し、住民生活の安全・安心を確保す
るため、消防防災施設の整備について、市町村
等に対し補助を行う。

（11）�文化財の防災対策の推進
文化庁においては、「第１次文化財防災対策

５か年計画」（令和７年12月策定）や近年多発
する大地震や豪雨等の自然災害を踏まえ、防火
施設等の整備や耐震対策等に対して補助を行
う。

（12）�災害拠点病院の整備
厚生労働省においては、災害時の医療を確保
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するため、災害拠点病院として必要な施設及び
診療設備等の整備について補助を行う。

（13）�広域災害・救急医療情報システムの整備
厚生労働省においては、都道府県が既存の救

急医療情報センター事業を再編強化し、災害時
において医療機関の稼動状況、医師・看護師等
スタッフの出勤状況、災害派遣医療チーム（Ｄ
ＭＡＴ）の派遣状況等災害医療に係る総合的な
情報収集を行うため、厚生労働省、保健所、消
防本部、病院等とのネットワーク化を図るため
のシステムの整備等を行う。

（14）�社会福祉施設の整備
厚生労働省においては、障害者支援施設等や

地域密着型の特別養護老人ホーム等における防
災対策上必要な施設整備に対する補助を行う。

こども家庭庁においては、児童福祉施設等に
おける防災対策上必要な施設整備に対する補助
を行う。

（15）�航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の
医療資機材施設設備の整備

厚生労働省においては、被災地では対応が困
難な重傷者を被災地外の医療施設へ航空機によ
り搬送するために、空港等に設置される臨時の
医療施設（ＳＣＵ）に必要な医療資機材設備の
整備について補助を行う。

（16）�漁港漁村の防災対策施設の整備
農林水産省においては、南海トラフ地震等の

切迫する大規模な地震・津波等の大規模自然災
害に備え、国土強靱化及び人命・財産の防護の
観点から全国の漁業地域の安全の確保等に向け
た対策を行う（後掲　第２章 2-2（11）、3-2

（３））。

（17）�農山村の防災機能強化の促進
農林水産省においては、豪雨等に対する防災

機能の向上に資する林道等の整備に対し助成を
行う。

（18）�緊急時の農業水利施設の活用
農林水産省においては、農業水利施設から緊

急時の消防用水及び生活用水の取水を可能とす
るための防火水槽、吸水枡、給水栓等の施設整

備を推進する。

（19）�河川・道路管理用無線通信設備等の整備
国土交通省においては、電話、河川情報、道

路情報、レーダ雨量データ、監視カメラ映像、
テレビ会議等の河川管理、道路管理及び災害対
応に必要な情報を流通させるための通信基盤と
なる光ファイバネットワークと多重無線通信網
をシームレスに接続するＩＰ統合通信網の整備
を引き続き実施するとともに、河川・道路管理
用の移動体通信システムとしてデジタル陸上移
動通信システム（K－λ）及び衛星を経由して
ヘリコプターからの災害映像を伝送するヘリ
サットを順次導入していく。

（20）�基幹的広域防災拠点の管理等
国土交通省においては、首都直下地震や南海

トラフ地震等の大規模災害発生時に広域的な災
害応急対策を円滑に実施できるよう、基幹的広
域防災拠点を適切に維持管理するとともに、緊
急物資輸送等の訓練を実施する。

（21）�「道の駅」の防災機能の強化
国土交通省においては、災害時に地域の避難

所等となる「道の駅」や広域的な復旧・復興活
動拠点となる「道の駅」の防災機能強化を図
る。

（22）�災害応急対策の活動拠点となる官庁施設
の防災拠点機能確保

国土交通省においては、災害応急対策の活動
拠点となる官庁施設について、防災拠点機能の
確保に必要な対策を総合的かつ効率的に推進す
る。

（23）�災害予防に関する融資
独立行政法人住宅金融支援機構等において

は、「地すべり等防止法」による関連事業計画
等に基づく住宅の移転等や、地方公共団体が防
災対策として実施する移転促進事業等を対象と
した「地すべり等関連住宅融資」を実施すると
ともに、宅地防災工事資金融資により「宅地造
成及び特定盛土等規制法」、「急傾斜地の崩壊に
よる災害の防止に関する法律」若しくは「建築
基準法」による勧告又は命令を受けて擁壁又は
排水施設の設置等を行う宅地防災工事を支援す
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（24）�気象観測施設の整備等
気象庁においては、台風や線状降水帯等によ

る集中豪雨、豪雪等の自然現象による災害の防
止・軽減を図るため、新型気象レーダー（二重
偏波気象レーダー）、地域気象観測システム

（アメダス）及び次期静止気象衛星の整備等を
行う。

（25）�航路標識の防災対策の推進
海上保安庁においては、航路標識の耐災害性

強化対策及び老朽化等対策を推進する。

（26）�巡視船艇の整備等
海上保安庁においては、巡視船艇・航空機等

及び電子海図システムの整備等を行う。

（27）�海上防災体制の整備
海上保安庁においては、油、危険・有害物質

排出事故等に対応するための防災資機材を充実
させ、巡視船艇・航空機等による迅速的確に対
処し得る体制を確保する。

（28）�海上保安施設等の耐災害性強化対策
海上保安庁においては、被災又は停電等によ

り救助・支援活動等に支障を来すおそれがある
海上保安施設等について、非常用電源設備の設
置や情報通信体制の強化等を実施し、耐災害性
の強化を図ることで、同施設等の機能喪失を防
止する。

（29）�地域の防災拠点や避難施設となる公共施
設の脱炭素化・レジリエンス強化

環境省においては、地域防災計画により災害
時に避難施設等として位置付けられた公共施設
等、又は業務継続計画により災害等発生時に業
務を維持するべき公共施設等への自立分散型エ
ネルギー設備等の導入を支援し、平時の脱炭素
化に加え、災害時にもエネルギー供給等の機能
発揮を可能とする。

	 1-3	 災害危険地住宅移転等

（１）�防災集団移転促進事業
国土交通省においては、「防災のための集団

移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に
関する法律」に基づき、自然災害の発生した地
域又は災害のおそれのある区域のうち、住民の
居住に適当でない区域内にある住居の集団的移
転を支援する。

（２）�がけ地近接等危険住宅移転事業
国土交通省においては、がけ崩れ、土石流、

雪崩、地すべり、津波、高潮、出水等の危険か
ら住民の生命の安全を確保するため、ハザード
エリア内にある既存不適格住宅等の移転を支援
する。

	 1-4	 その他

（１）�国土強靱化の推進
内閣官房国土強靱化推進室においては、「国

土強靱化基本計画」（令和５年７月28日閣議決
定）、「国土強靱化年次計画」及び「第１次国土
強靱化実施中期計画」（令和７年６月６日閣議
決定）に基づき、政府横断的な国土強靱化への
取組を推進するとともに、地方公共団体や民間
の取組促進等を実施する。

（２）�災害時における船舶を活用した医療提供
体制の整備

内閣府においては、災害時における船舶を活
用した医療提供体制を整備するため、船舶活用
医療人材の育成・確保、訓練の実施、有識者検
討会による調査検討等を行う。

（３）�実践的な防災行動推進事業
内閣府においては、「災害被害を軽減する国

民運動の推進に関する基本方針」（平成18年４
月21日中央防災会議決定）及び「災害被害を
軽減する国民運動の具体化に向けた取組につい
て」（平成18年12月13日中央防災会議専門調
査会報告）に基づき、個人、家庭、地域、企
業、団体等が日常的に減災のための行動・投資
を息長く行う国民運動を展開するとともに、地
域防災力の向上を推進するための地区防災計画
の策定促進、全てのこどもが災害から命を守る
能力を身に付けられるように実践的な防災教
育・避難訓練の実施促進に取り組む。
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（４）�官民連携による被災者支援体制整備事業
内閣府においては、ＮＰＯや専門ボランティ

ア団体、企業等の多様な被災者支援の担い手間
の連携強化、活動環境の整備、活動支援情報共
有の役割を担う災害中間支援組織の設置・機能
強化等を図る。また、避難生活支援を行うボラ
ンティア人材の育成等を進めるための「避難生
活支援・防災人材育成エコシステム」構築に向
けた調査・研究を進める。

（５）�事前防災対策総合推進費
内閣府においては、政府における災害対応の

円滑な総合調整及び司令塔機能の強化に向け、
防災技術の開発や社会実装の強化、関係省庁や
地方公共団体との連携、地域防災力の強化など
の事前防災対策に資する取組を支援する。

（６）�社会全体としての事業継続体制の構築推
進

内閣府においては、中央省庁における業務継
続体制の確保のため、有識者による省庁業務継
続計画の評価や、霞が関地区の庁舎等での執行
体制・執務環境の確保に向けた効率的・効果的
な方策の検討、首都圏内外の代替拠点への一時
的移転に関する政府の業務継続計画の実効性確
保に向けた訓練等による課題検証を行う。ま
た、地方公共団体における受援体制の構築の促
進に向けたフォローアップ研修の実施等を行う
とともに、地方公共団体の相互応援や民間団体
の協力の確保に関する協定の締結を促進するた
め、地方公共団体が締結した災害時応援協定の
内容をデータベース化し、検索・閲覧すること
ができる「災害時応援協定システム」の保守・
運用等を行う。さらに、民間企業・団体の事業
継続体制の構築及び災害リスクマネジメント力
向上の取組推進のため、首都直下地震及び南海
トラフ地震の基本計画見直し等を踏まえた企業
ＢＣＰの課題に関する調査や、事業継続ガイド
ラインの見直しに向けた有識者検討会の企画運
営、改定版の作成を行うとともに、改定版ガイ
ドラインの普及及びＢＣＰ策定促進のための情
報発信を行う。

（７）�被災者支援・復興対策の調査検討
内閣府においては、被災者の立場に立ったき

め細かな被災者支援が講じられるよう、必要な

検討を行う。また、災害からの復興を円滑かつ
迅速に進めるための施策の検討及び関係機関と
の共有等を図る。

（８）�特定地震防災対策施設（阪神・淡路大震
災記念　人と防災未来センター）の運営
に対する助成

内閣府においては、特定地震防災対策施設
（阪神・淡路大震災記念　人と防災未来セン
ター）において行われる、阪神・淡路大震災を
始めとする国内外の地震災害関連資料の収集・
保存・展示や情報発信などに要する経費の一部
を補助し、当該事業の推進を図る。

（９）�防災広報
内閣府においては、「災害対策基本法」に基

づく防災白書の作成のほか、防災に関する正確
な知識・情報を提供するためのホームページを
運営管理し、さらに、防災施策を分かりやすく
伝達するための広報誌「ぼうさい」を発行する
等の防災広報を幅広く展開する。

（10）�防災計画の充実のための取組推進
内閣府においては、有識者の意見を聴きなが

ら、大規模地震（千島海溝地震、日本海溝地
震、首都直下地震及び南海トラフ地震）に係る
各基本計画に掲げられた施策の進捗状況のモニ
タリングやそこから導かれる課題の把握を行
い、減災目標の達成等に向けたフォローアップ
を行うとともに、地方公共団体等が作成する推
進計画が、個々の地域の地理的・社会的特性を
踏まえるなど実効性が確保された計画となるよ
う、地方公共団体等が直面し得る課題を解決す
るため、好事例等の調査・整理をし、横展開を
図る。

（11）�被災者支援に関する総合的対策の推進
内閣府においては、地方自治体と連携し、避

難生活環境改善に向けた訓練の実施など地域に
おける事前防災の取組を推進する。

また、避難行動要支援者の避難支援等を実施
するための個別避難計画について、引き続き作
成の更なる推進や実効性の確保を目指すととも
に、取組が十分に進んでいない市町村を後押し
するため、都道府県による市町村への支援体制
を整備する。
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さらに、被災者の自立・生活再建が進むよ
う、被災者一人一人の被災状況や生活状況の課
題等を個別の相談等により把握した上で、必要
に応じ専門的な能力をもつ関係者と連携しなが
ら、当該課題等の解消に向けて継続的に支援す
る「災害ケースマネジメント」をより一層推進
する。

このほか、在宅避難を含めたマンション防災
の実施体制の構築を推進するため、防災訓練を
実施しているマンションの調査研究等を行い、
マンション在宅避難に関するマニュアルの検討
を進める。

（12）�防災情報の収集・伝達機能の強化
内閣府においては、地震発災直後の被害推計

及び地理空間情報を活用した防災関係機関の情
報共有により政府の初動対応を支援する新総合
防災情報システム（ＳＯＢＯ－ＷＥＢ）等の安
定運用を図るため、定期点検及び障害対応等の
保守・運用体制を確保する。

また、令和７年度から運用を開始した、国と
地方公共団体の間で物資の調達・輸送等に必要
な情報を共有し、迅速かつ円滑な被災者への物
資支援に資する新物資システム（Ｂ－ＰＬｏ）
について、平時からの保守・運用体制を確保す
る。

（13）�自治体における事前防災力強化の支援事
業

内閣府においては、防災力強化総合交付金に
より、地域レベルでの具体的なシミュレーショ
ンによる定量的弱部分析に基づく災害リスク評
価を通じた実効性の高い防災計画への見直し
や、広域的な応援・受援体制の強化に向けた防
災・減災に必要な資機材や運用体制の整備な
ど、各地方自治体の取組の支援を行う。

また、内閣府に配置した各都道府県を担当す
る職員（「ふるさと防災職員」）及び各都道府県
の窓口担当職員（「地域防災連携推進員」）等が
連携し、都道府県への定期ヒアリングや地域防
災力強化ブロック会議の開催などを通じ、地域
における事前防災を推進する。

（14）�プッシュ型支援のより迅速かつ確実な実
施に必要な経費

内閣府においては、大規模災害時に被災地方

公共団体での物資の調達が困難な場合に、国
が、地方公共団体からの要請を待たず支援を行
うプッシュ型支援に関し、必要となる経費の一
部をあらかじめ予算化することにより、大規模
災害時における被災地へのより迅速かつ確実な
プッシュ型支援を実現する。

また、プッシュ型支援で供給した国の備蓄品
を迅速に補充し、次なる大規模災害への備えを
万全にする。

（15）�防災×テクノロジー官民連携プラット
フォーム

内閣府においては、災害対応を行う地方公共
団体や民間企業等のニーズと民間企業等が持つ
先進技術のマッチングや、効果的な活用事例の
横展開等を行う場として「防災×テクノロジー
官民連携プラットフォーム」（防テクＰＦ）の
運営及びマッチングセミナー・ピッチを実施
し、防テクＰＦへの地方公共団体・民間企業等
の参加拡大及びマッチング・事業化促進を図
り、防災分野への更なる先進技術導入の促進及
び社会全体のレジリエンス強化に取り組んでい
く。

（16）�地域女性活躍推進交付金事業
内閣府においては、地方公共団体が地域の実

情に応じて実施する、地域防災において女性の
リーダーシップを推進するための取組等を支援
する。

（17）�防災分野における女性の参画促進事業
内閣府においては、地方防災会議や災害対応

の現場などへの女性の参画拡大を図るため、自
治体職員向けの研修を実施し、地域の女性防災
リーダーとのネットワークを強化するための意
見交換等を行う。

（18）�大規模災害対策の推進
警察庁においては、大規模災害発生時におけ

る広域部隊派遣計画の策定・検討や災害に強い
警察情報通信基盤等の整備を進めるとともに、
災害発生時には警察用航空機（ヘリコプター）
や無人航空機（ドローン）を活用した映像伝送
等により現場情報を収集・伝達するなど、災害
対策の強化を図る。また、令和７年から運用を
開始した警察行政手続オンライン化システムに
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よる緊急通行車両の確認に係る申出等の手続の
オンライン化により、引き続き、当該手続の効
率化を推進する。

（19）�道路交通情報の充実
警察庁及び国土交通省においては、高度化光

ビーコンやＥＴＣ2.0、交通情報板、道路情報
板等を活用し、的確な道路交通情報の収集・提
供を推進する。

また、警察庁においては、災害時における効
果的な交通規制、避難路の確保等を行うため、
都道府県公安委員会が収集する交通情報を活
用・提供するための広域交通管制システムを引
き続き運用するほか、民間事業者が保有するプ
ローブ情報を活用するなどして、災害時の交通
情報提供の充実を図る。

さらに、警察庁、総務省及び国土交通省にお
いては、ＶＩＣＳ（道路交通情報通信システ
ム）を活用して提供される道路交通情報の充実
に資する取組を推進する。

このほか、国土交通省においては、道路利用
者の利便性を向上させるため、豪雨等による事
前通行規制区間において実施する規制開始・解
除の見通し情報の提供に努める。

（20）�防災ＤＸの推進
デジタル庁においては、災害派遣デジタル支

援チームの体制強化、防災分野のデータ流通促
進、避難者状況把握のためのマイナンバーカー
ド等の活用促進、防災アプリ開発・利活用の促
進など防災ＤＸの取組を実施する。

（21）�無線局における災害対策等
総務省においては、防災関係機関の無線局の

免許、定期検査等に際し、免許人に対して、災
害に対する保安対策、予備の無線設備・予備電
源の装備及び自家発電装置の設置等の停電対策
並びに非常災害時に備えた訓練の実施を行うよ
う引き続き指導する。

なお、総務省では、電気通信事業者に対し、
災害対応の重要拠点となる市町村役場等をカ
バーする携帯電話の基地局や固定通信の収容局
における予備電源の長時間化について、少なく
とも24時間の停電対策等を求めている。

（22）�災害情報自動集約ネットワークシステム
の維持・運用

総務省においては、災害時等における電気通
信設備の大規模な被災や輻輳が発生した場合に
おいて、被災状況の即時把握等、国・電気通信
事業者間の迅速かつ効率的な情報共有を可能と
するための災害情報自動集約ネットワークシス
テムを運用する。

（23）�災害情報共有システム（Ｌアラート）に
よる災害情報の確実な伝達の推進

総務省においては、地域住民への迅速な避難
指示等の情報の伝達において必要不可欠なＬア
ラートについて、システムの信頼性等を強化す
るための整備を実施した上で運用を開始すると
ともに、Ｌアラートの利活用を推進するため、
地方公共団体職員等の利用者を対象としたセミ
ナーを開催する。

（24）�放送ネットワーク整備支援事業
総務省においては、被災情報や避難情報な

ど、国民の生命・財産の確保に不可欠な情報を
確実に提供するため、災害発生時に地域におい
て重要な情報伝達手段となる地上波テレビ、ラ
ジオ及びケーブルテレビの放送ネットワークの
強靱化を実現する。

（25）�地域ＩＣＴ強靱化事業（本省・地方）
総務省においては、災害時に地方公共団体等

が臨時災害放送局の迅速な開設・運用を行える
よう、総合通信局等に臨時災害放送局用の送信
機等を配備し、平時には地方公共団体等が行う
送信点調査や開設・運用訓練に活用している。
また、大規模災害時にテレビ放送が途絶しない
よう、総合通信局等において可搬型予備送信設
備等の運用研修・訓練を行うとともに、地方公
共団体等が可搬型予備送信設備等を活用できる
よう、運用マニュアルの更新等を行う。

（26）�応急対策職員派遣制度に係る訓練の実施
等

総務省においては、平成30年３月から運用
している応急対策職員派遣制度に関して、関係
地方公共団体等と連携し、円滑に運用するため
の情報伝達・連携訓練を実施するとともに、同
制度の応援において中心的役割を果たす「災害
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マネジメント総括支援員等」の育成に向けた研
修を実施する。また、甚大な被害が想定される
千島海溝地震、日本海溝地震に備えアクション
プランの策定に向けた検討を行う。

（27）�全国瞬時警報システム（Ｊアラート）の
安定運用

消防庁においては、弾道ミサイル情報、緊急
地震速報、津波警報等の緊急情報を住民に瞬時
に伝達するシステムであるＪアラートについ
て、情報受信団体における常時良好な受信環境
及び安定的な運用を確保するため、同システム
の保守・管理等を行う。

（28）�地域防災計画の見直しの推進
消防庁においては、地域防災計画の見直しを

推進するため、地域の実情に即した具体的かつ
実践的な計画になるよう、地方公共団体に対し
要請・助言等を行う。また、地方公共団体間の
計画内容の比較・検証を通じたより適切な計画
への見直しが行われるよう、地域防災計画デー
タベースの運用を通じた支援を行う。

（29）�緊急消防援助隊派遣体制の整備
消防庁においては、緊急消防援助隊の迅速・

安全な出動及びより効果的な部隊運用を図るた
め、緊急消防援助隊合同訓練の実施、またヘリ
コプター動態管理システム及び動態情報システ
ムの保守管理等を行う。

（30）�緊急消防援助隊の機能強化
消防庁においては、近年、激甚化・頻発化す

る土砂・風水害、南海トラフ地震を始めとする
切迫する大地震など、大規模な自然災害やＣＢ
ＲＮＥ災害に備えるとともに、緊急消防援助隊
の充実及び即応体制の強化を図るため、「消防
組織法」第50条に基づく国有財産等の無償使
用制度を活用して、必要な車両及び資機材の整
備を推進する。

（31）�消防団を中核とした地域防災力の充実強
化

消防庁においては、女性や若者の入団促進な
どの消防団の充実強化につながる地方公共団体
の取組の支援、消防団の装備・教育訓練の充
実、自主防災組織の活性化の推進等により、地

域防災力の充実強化を図る。

（32）�救急業務の充実強化
消防庁においては、高齢化の進展等を背景と

する救急需要の増大に対応し救命率の向上を図
るため、救急車の適時・適切な利用の推進及び
救急業務の円滑な実施・質の向上などに取り組
む。

（33）�救助技術高度化の推進
消防庁においては、複雑・多様化する消防の

救助活動における課題を克服し、救助技術の高
度化を図るため、救助技術の高度化等検討会、
全国消防救助シンポジウム及び高度化育成研修
を開催し、救助隊員の救助技術・知識の向上を
図るとともに、救助技術の普及を推進する。

（34）�市町村の消防の広域化及び消防の連携・
協力の推進

消防庁においては、消防の広域化及び消防の
連携・協力の取組を促進するため、「消防用車
両出動シミュレーションシステム」の運用や

「消防広域化推進アドバイザー」の派遣等を行
う。

（35）�消防職団員の惨事ストレス対策
消防庁においては、惨事ストレスが危惧され

る消防職団員に対し、臨床心理士等で構成され
る緊急時メンタルサポートチームによるカウン
セリングを実施することで、消防本部等におけ
る惨事ストレス対策について支援を行う。

（36）�災害応急対応に係る業務継続体制の確立
消防庁においては、首都直下地震時等におい

て本庁舎が被災した場合であっても、全国の被
害情報の収集や緊急消防援助隊の出動指示等の
災害応急対応業務を迅速かつ的確に実施するた
め、代替拠点における必要な設備・資機材等の
整備を行う。

（37）�地方公共団体等における災害対応能力の
強化

消防庁においては、地方公共団体等における
災害対応能力を強化するため、市町村長の危機
管理意識の一層の向上を図ることを目的とした
研修、市町村の受援計画の策定に向けた研修等
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を行う。

（38）�ドローンの活用推進
消防庁においては、消防本部等がドローンを

安全かつ効果的に運用できるよう、より高度な
操縦技術を持つ人材を育成するため「ドローン
技術指導アドバイザーの育成研修」や「消防職
員の一等無人航空機操縦者技能証明取得支援」
を実施するとともに、アドバイザー派遣制度に
より全国の消防本部等の操縦者育成を図ること
としている。

（39）�消防共有サイトシステムの運用・保守
消防庁の施策に係る情報を始め、各消防本

部・消防学校等が実施している独自性に富む
様々な取組や情報等について、双方向かつ横断
的な収集・蓄積により相互共有を図り、それぞ
れの団体等において自由にデータを活用できる

「消防共有サイト」の安定的な稼働体制を確保
する。

（40）�消防の技術に関する総合的な企画立案
消防庁においては、消防分野における新技術

の研究開発・実用化や現場導入を推進していく
ため、中長期的視点に立った消防技術戦略の在
り方について消防技術戦略会議を開催して検討
するとともに、消防機関と企業等の連携を促進
するマッチング支援事業等を実施する。

（41）�法務省における災害時の対処能力の維持
法務省においては、災害が発生し、庁舎・収

容施設等が被災した場合に、法務省の業務を継
続し、治安上の問題が生じないようにするた
め、庁舎・収容施設における防災・保安警備等
の対処能力の維持を図る。

（42）�法務省における大規模災害発生直後から
必要不可欠な行政機能の確保

法務省においては、矯正施設からの被収容者
の逃走による治安の悪化を防止するため、矯正
施設の監視カメラ等の総合警備システム、デジ
タル無線機、非常用食料の更新整備及び特別機
動警備隊の野営活動訓練等を実施する。

（43）�文教施設の防災対策の強化・推進
文部科学省においては、児童生徒等の安全の

確保等のため、水害対策や非構造部材の耐震対
策を進めるとともに、学校施設の防災機能の強
化、文教施設応急危険度判定士の養成、学校支
援チーム員の資質向上等、総合的・計画的な防
災対策を強化・推進する。

（44）�災害拠点病院等の活動支援
厚生労働省においては、以下の補助を行う。

・国が又は国が地方公共団体と連携して行う防
災訓練等に参加・協力する災害拠点病院等の
訓練参加費用

・災害時に被災地へ派遣された災害派遣医療
チーム（ＤＭＡＴ）、災害派遣精神医療チー
ム（ＤＰＡＴ）及び災害支援ナースの活動費

（45）�災害福祉支援ネットワーク構築推進等事
業

厚生労働省においては、災害時において要配
慮者（高齢者・障害者等支援が必要な方々）に
対し必要な福祉的支援を行うことができるよ
う、都道府県が関係団体等と災害福祉支援ネッ
トワークを構築し、災害派遣福祉チーム（ＤＷ
ＡＴ）のチーム員の養成研修等を実施する事業
に対する補助を行う。

（46）�災害福祉支援ネットワーク中央センター
事業

厚生労働省においては、委託により災害福祉
支援ネットワーク中央センターを設置し、都道
府県の災害福祉支援ネットワークの機能強化及
び災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）による支援
の質の向上のため、平時には広域連携を推進す
るための支援等を実施し、災害時には各都道府
県が行うＤＷＡＴ活動の支援や都道府県間の派
遣調整を実施する。

（47）�災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）体制整
備

厚生労働省においては、ＤＭＡＴの体制を整
備するため、医師、看護師等に対するＤＭＡＴ
隊員養成研修やＤＭＡＴ隊員に対する技能継続
研修等を行うＤＭＡＴ事務局の運営について委
託する。また、災害時に被災地の医療機関に係
る被害状況を把握し、迅速かつ的確な医療の確
保を図るための、ＤＭＡＴの運用調整等を実施
する。
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（48）�予防接種法に基づく定期接種の実施
厚生労働省においては、災害時における感染

症の発生及びまん延防止のため、平時から市町
村において「予防接種法」に基づく定期接種が
着実に実施されるように取り組む。

（49）�災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）事
務局体制整備

厚生労働省においては、ＤＰＡＴの活動能力
保持のため、ＤＰＡＴ構成員に対する研修及び
都道府県等への技術的支援等を行うＤＰＡＴ事
務局の運営について委託する。

（50）�災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）体
制整備

厚生労働省においては、ＤＰＡＴを整備する
ための構成員に対する専門的対応技術等の研修
の実施について補助する。

（51）�災害支援ナース体制整備
厚生労働省においては、災害支援ナースの体

制を整備するため、災害支援ナース養成研修や
災害支援ナース更新研修の企画を委託する。ま
た、大規模災害の発生時や一部の都道府県で感
染が集中的に拡大した場合において、全国レベ
ルで災害支援ナースの応援派遣を調整する体制
整備を実施する。

（52）�一般社団法人日本災害リハビリテーショ
ン支援協会（ＪＲＡＴ）事務局体制整備

厚生労働省においては、ＪＲＡＴの活動能力
保持のため、都道府県等及びＪＲＡＴ隊員等に
対する研修や技術的支援等を行うＪＲＡＴ事務
局の運営について委託する。

（53）�在宅医療の災害時における医療提供体制
強化支援

厚生労働省においては、災害時における在宅
医療提供体制の充実強化のため、在宅医療提供
機関等を対象とした事業継続計画（ＢＣＰ）策
定支援研修を実施する。

（54）�独立行政法人国立病院機構における災害
医療体制整備

独立行政法人国立病院機構においては、災害
時の医療を確実に実施するため、初動医療班の

派遣体制の整備等を行う。
また、省庁及び関係民間団体等と連携して検

討を進めるなど、連携体制の構築を進める。

（55）�保健医療福祉調整本部における災害対応
力強化

厚生労働省においては、大規模災害時におけ
る保健医療福祉活動の体制強化を図るため、大
規模災害時に、都道府県の保健医療福祉活動を
支援するための組織を厚生労働省に新たに立ち
上げ、災害対応力を強化するとともに、訓練・
研修等を通じて保健・医療・福祉の各活動チー
ム等による平時・災害時の連携強化に向けた取
組を推進する。

（56）�災害時保健医療福祉活動支援システム
（Ｄ24Ｈ）の整備

厚生労働省においては、災害時の保健・医
療・福祉等に関する情報を統合し、災害に関す
る情報を必要な関係者に迅速に提供することに
より、災害対応関係者（国、自治体等）の災害
対応等に関する意思決定を支援するため、災害
時保健医療福祉活動支援システム（Ｄ 24 Ｈ）
の保守運用及び研修・訓練を行う。

（57）�山村地域の防災・減災対策
農林水産省においては、山地災害による被害

を軽減するため、治山施設の設置等のハード対
策と併せて、地域における避難体制の整備等の
取組と連携して、山地災害危険地区の位置情報
を住民に提供するほか森林土木事業の担い手を
確保するための広報活動の取組等のソフト対策
を推進する。

（58）�防災情報ネットワークの整備
農林水産省においては、国営造成土地改良施

設や農業用ため池の被災状況を迅速に把握する
ことにより、地域の被災を未然に防止するた
め、防災上重要な水位等の観測データや災害時
の緊急点検状況・被害状況をリアルタイムで行
政機関、施設管理者等が共有できるシステム等
の整備・保守運用を行う。

（59）�中小企業に対する事業継続力強化計画等
の策定や実行に関する支援

経済産業省においては、中小企業に対して、
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事業継続力強化計画等の自然災害等のリスクに
備えるための計画の策定を支援する。

株式会社日本政策金融公庫においては、中小
企業が自ら策定した事業継続計画や、経済産業
大臣が認定した事業継続力強化計画等に基づ
き、防災に資する設備等の整備を行う者に対
し、融資を行う。

（60）�石油備蓄事業補給金
経済産業省においては、石油精製業者等が所

有するタンクを借上げ、経費相当額を補給金と
して支払い、ガソリン・軽油等の製品形態での
国家石油備蓄を効率的に維持・管理する。

（61）�災害時に備えた社会的重要インフラへの
自衛的な燃料備蓄の推進事業費補助金

経済産業省においては、需要家側への燃料備
蓄を促進し、災害時のエネルギー供給の安定化
を図るため、避難所、多数の避難者が生じる施
設等にＬＰガスタンクや石油製品タンク等を設
置するために必要な経費の一部等を支援する。

（62）�災害時に備えた地域におけるエネルギー
供給拠点の整備事業費

経済産業省においては、災害時の石油製品の
安定供給体制を確保するため、サービスステー
ション（ＳＳ）の地下タンクの大型化に伴う入
換、災害時にＳＳや被災地の重要施設等に燃料
配送を行う油槽所等における自家発電設備の入
替え、ＳＳの災害対応能力強化のための研修・
訓練等に係る費用について支援する。

（63）�石油ガス地域防災対応体制整備事業
経済産業省においては、災害時におけるＬＰ

ガスの安定供給確保のため、中核充填所の新
設・機能拡充や、災害時石油ガス供給連携計画
を確実に実施していくための訓練に係る取組を
支援する。

（64）�燃料等災害対応体制整備事業
経済産業省においては、Ｌ２クラスの津波に

よる浸水被害が想定される製油所等において、
必要な漂流物対策や当該対策を講ずるべき場所
等に関する調査を実施する。

（65）�地籍整備の推進
国土交通省においては、引き続き、事前防災

や災害後の迅速な復旧・復興等に貢献するた
め、今後災害が想定される地域において地籍調
査を重点的に推進する。

（66）�緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣ
Ｅ）等の災害対応力の強化

国土交通省においては、大規模広域災害時に
も自治体等を迅速かつ的確に応援できるよう、
緊急災害対策派遣隊（ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ）の
増強及び行政機関・民間企業・学識者などの専
門性を持った多様な主体との更なる連携強化に
よる新たな応援体制の構築を進めるとともに、
ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ等が使用する資機材の充実
等により、災害支援体制・機能を拡充・強化す
る。また、災害対応を行う職員の活動環境・処
遇の改善を図る。

（67）�土地分類基本調査の実施
国土交通省においては、土地の改変が進み不

明確となっている土地本来の自然条件や改変状
況等の情報を整備した上で、それを災害履歴等
と組み合わせて分かりやすく提供する土地履歴
調査を、国が実施する土地分類基本調査として
実施する。

（68）�平常時・災害時を問わない安全かつ円滑
な物流等の確保

国土交通省においては、平常時・災害時を問
わない安定的な輸送を確保するため、国土交通
大臣が物流上重要な道路輸送網を「重要物流道
路」として指定し、機能強化や重点支援を実施
する。災害時においては、迅速な救急救命活動
や緊急支援物資の輸送などを支えるため、地方
管理道路の災害復旧等を国等が代行できる制度
を活用し道路啓開や災害復旧の迅速化を図る。

（69）�災害に強い物流システムの構築
国土交通省においては、災害時における円滑

かつ迅速な支援物資輸送体制の構築・強化を図
るため、重要な物流施設における非常用電源設
備の導入支援、地方公共団体と物流事業者等が
連携して取り組む支援物資輸送訓練に対する支
援等を実施する。
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（70）�被災宅地危険度判定制度の整備
国土交通省においては、大地震等による宅地

被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、二次
災害の防止・軽減や早期復旧に資する被災宅地
危険度判定について、引き続き、都道府県等と
連携し、実施体制の整備を支援する。

（71）�災害時の緊急情報収集・支援体制の充実
強化

国土交通省においては、災害発生時に被害の
早期把握及び被災地方公共団体等への支援を的
確かつ円滑に行うため、必要となる資機材の維
持・整備や、プッシュ型で支援できる人材の育
成等、防災体制・機能の充実強化を図る。

（72）�災害時における自転車の活用の推進
国土交通省においては、第３次「自転車活用

推進計画」（令和８年５月閣議決定）に基づ
き、災害時における道路その他の被災状況の迅
速な把握のため、国道事務所等において自転車
を配備し、訓練を重ねる等により危機管理体制
を強化するとともに、地方公共団体においても
災害時の自転車の活用が促進されるよう働きか
ける。

また、災害や地域の特性を踏まえ、地方公共
団体における災害時の移動手段としての自転車
活用について情報収集及び発信を進める。

（73）�抜本的かつ総合的な防災・減災対策の推
進

国土交通省においては、近年の気候変動の影
響により激甚化・頻発化する水災害や切迫する
大規模地震など、あらゆる自然災害から国民の
命と暮らしを守るため、「国土交通省防災・減
災対策本部」において令和７年６月に取りまと
めた「令和７年度　総力戦で挑む防災・減災プ
ロジェクト」（テーマ：災害対応力強化のため
の体制強化と多様な主体との連携の推進）に基
づいて総力を挙げて防災・減災対策を推進する
とともに、災害対応等を踏まえ、プロジェクト
について不断の見直しや改善を行い、防災・減
災に関する取組の更なる充実・強化を図る。

（74）�海上輸送を活用した災害廃棄物の広域処
理における港湾での円滑な対応

国土交通省においては、南海トラフ地震等の

大規模災害で大量に発生する災害廃棄物の処理
に備え、海面処分場の有効活用、広域な土地を
有する港湾の災害廃棄物の仮置場としての利用
及び港湾を拠点とした海上輸送による広域輸送
が可能であることを踏まえ、関係省庁・関係民
間団体等と連携して検討を進めるなど、連携体
制の構築を進める。

（75）�災害時における被災地域の道路交通機能
の確保

国土交通省においては、昨今の災害時交通マ
ネジメントの事例も踏まえ、地域防災計画へ位
置付けることで、災害発生時に速やかに実施体
制に移行できるよう、全国各地で行政、学識経
験者、交通事業者、経済団体等からなる体制の
事前構築を推進する。

（76）�港湾における災害情報収集等に関する対
策の推進

国土交通省においては、衛星やドローン、カ
メラ等を活用して、港湾における災害関連情報
の収集・集積を高度化し、災害発生時における
迅速な港湾機能の復旧等を可能とする体制を構
築する。

（77）�災害時における自衛隊・海上保安庁の円
滑な利用にも資する港湾施設の整備

国土交通省においては、特定利用港湾におい
て、民生利用を主としつつ、災害時における自
衛隊・海上保安庁の艦船の円滑な利用にも資す
るよう、必要な整備又は既存事業の促進を図
る。

（78）�空港ＢＣＰの実効性の強化
国土交通省においては、自然災害発生後、救

急・救命活動や緊急物資輸送の拠点となる空港
の機能をできるだけ速やかに確保するため、空
港全体としての機能保持及び早期復旧に向けた
目標時間や関係機関の役割分担等を明確化した
空港ＢＣＰ（Ａ２（Advanced/Airport）－Ｂ
ＣＰ）に基づいて対応する。また、訓練や定期
検査などを実施し、必要に応じて空港ＢＣＰの
見直しを行うなど、実効性の強化を図るととも
に、被災地の空港の機能が停止又は低下した際
に近隣の空港が代替空港としての役割を担うた
めの、他空港との連携に関する検討を実施す
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（79）�電子国土基本図と防災地理情報による防
災対策の推進

国土地理院においては、防災対策や災害時の
応急活動の支援のため、平時から国土の変化に
応じた電子国土基本図の更新や火山周辺の地形
等を詳細に表した火山基本図、土地の成り立ち
や自然災害リスクの把握に役立つ地形分類情報
等の防災地理情報の整備・更新を行う。

（80）�防災地理情報による防災教育支援の推進
国土地理院においては、洪水等の自然災害リ

スクの把握に役立つ地形分類情報や過去に起き
た自然災害の教訓を後世に伝承するための自然
災害伝承碑等の防災地理情報を活用し、地域防
災力向上のための防災教育支援を行う。

（81）�災害発生時における浸水推定図等の作成
国土地理院においては、災害発生時における

孤立者の救助、洪水時の排水作業、河道閉塞箇
所の把握等の応急活動の迅速・効率化に資する
ため、被災状況に応じて、浸水推定図や斜面崩
壊・土石流・堆積分布図等の災害状況を表した
図の作成を行う。

（82）�訪日外国人旅行者への災害発生時におけ
る情報提供

観光庁においては、訪日外国人旅行者向け災
害時情報提供アプリ「Safety tips」について
普及促進に取り組むとともに、地域の災害時に
おける観光危機管理の強化を支援する。

（83）�災害時における踏切道の的確な管理の推
進

国土交通省においては、災害時の円滑な避難
や緊急輸送を確保するため、「踏切道改良促進
法」に基づき、災害時の管理の方法を定めるべ
き踏切道として指定した緊急輸送道路上等の踏
切道について、鉄道事業者・道路管理者の連携
による災害時の踏切優先開放等の措置を確実に
実施する取組を促進する。あわせて、道路啓開
計画に位置付けられた道路啓開ルート上の踏切
についても、優先して開放する踏切の指定を進
める。

（84）�道路啓開計画の実効性向上
国土交通省においては、道路啓開計画の実効

性を向上するため、「道路法」等に基づき、地
震・津波災害については、地方整備局が協議会
の事務局に入って、地方公共団体と十分に連携
を図りながら、都道府県単位の道路啓開計画の
策定をする。火山災害及び雪害については、道
路啓開計画を策定する。

（85）�防災に資する地理空間情報の整備及び利
活用促進

国土交通省においては、ハザードエリア等の
多様な情報を信頼性・統一性の高いＧＩＳデー
タとして提供する国土数値情報の整備を行うと
ともに、防災情報を含む不動産取引に役立つ情
報を提供する不動産情報ライブラリの充実化・
利便性向上等を行う。

（86）�気象庁による地域防災支援
気象庁においては、全国各地の気象台が、平

時から地方公共団体に対し防災気象情報の利活
用の促進を行うとともに、災害時には、首長等
へのホットラインの実施、ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥ
の一員として活動するＪＥＴＴ（気象庁防災対
応支援チーム）の派遣等により、地方公共団体
の防災対応の支援を行う。

また、地方公共団体が行う平時における防災
知識の普及や、災害時における避難情報の発令
判断等を支援するため、気象・防災に関する専
門的な知見を活かして地方公共団体で活動する
気象防災アドバイザーの拡充を実施する。

（87）�予報、警報その他の情報の発表及び伝達
気象庁においては、台風や線状降水帯等によ

る集中豪雨、豪雪等の自然現象による災害の防
止・軽減を図るため、適時適切な予報、警報及
び土砂キキクル・大雨キキクル等の防災気象情
報を発表するとともに、防災関係機関等に伝達
することで、避難指示等の判断等、地方公共団
体等が行う災害応急対策や、国民の自主的防災
行動に資する。また、各種天気図や波浪、海流
及び海氷の実況・予想図等について気象無線模
写通報（無線ファクシミリ放送）等による提供
を行う。
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（88）�走錨事故防止対策の推進
海上保安庁においては、異常気象等時におけ

る大型船等の一定の船舶に対する湾外等の安全
な海域への避難勧告や臨海部に立地する施設の
周辺海域における錨泊制限等を実施する等走錨
事故防止対策を推進する。

（89）�万全な災害廃棄物処理体制の構築
環境省においては、平時から災害時における

生活ごみやし尿に加え、災害廃棄物の処理を適
正かつ円滑・迅速に実施するため、国、地方公
共団体、研究・専門機関、民間事業者等の連携
を促進するなど、引き続き、地方公共団体レベ
ル、地域ブロックレベル、全国レベルで重層的
に廃棄物処理システムの強靱化を進めるととも
に、必要な連携方策の検討等を進める。

（90）�動物の愛護及び管理事業
環境省においては、令和８年改訂の「人と

ペットの災害対策ガイドライン」等を活用し、
市町村等の地方自治体及び一般の家庭動物の飼
い主に対してペットの災害対策を普及しつつ、
都道府県等や関係民間団体と連携した災害対応
訓練等を実施する。また、災害時にも活用され
る都道府県等の収容・譲渡施設の整備に係る費
用の補助を行う。

（91）�浄化槽に係る災害対策の調査検討
環境省においては、浄化槽に係る災害対策の

調査検討として、災害時の浄化槽被害対策に係
るマニュアルの更新等に向けた調査検討や、平
時からの広域的な支援体制の構築に関する調査
検討を行い、対策方針の取りまとめを行うこと
で、災害対応力の強化に向けた取組を進める。

（92）�災害対処能力の向上経費
防衛省においては、災害対処拠点となる駐屯

地・基地等の機能維持・強化のための耐震改修
等を促進するなど各種災害への対処能力の向上
を図る。

	２	 地震災害対策
	 2-1	 教育訓練

（１）�緊急地震速報の訓練
内閣府、消防庁及び気象庁においては、国民

が緊急地震速報を見聞きしたときに、慌てずに
身を守る行動ができるよう、関係機関と連携し
て、全国的な訓練を実施し、国民に積極的な参
加を呼び掛ける。

（２）�警察庁における教育訓練
警察庁においては、都道府県警察の幹部に対

して地震災害発生時の災害応急対策等について
の教育訓練を行う。また、都道府県警察に対し
て地震災害対策上必要な教育訓練の実施を指示
する。

さらに、災害時に運転者が採るべき措置につ
いて、交通の方法に関する教則等を用いた普及
啓発を図るよう指導する。

（３）�消防庁における震災対策訓練
消防庁においては、政府の総合防災訓練、図

上訓練等に参加するとともに、大規模地震災害
発生時における消防庁災害対策本部の機能強化
を図るための地震・津波対応図上訓練や参集訓
練を実施する。

（４）�地震・津波対策訓練
国土交通省においては、９月１日の「防災の

日」に際して国土交通省地震防災訓練を実施す
る。また、11 月５日の「津波防災の日」に際
して、地震による大規模津波の被害軽減を目指
すとともに津波に対する知識の普及・啓発を図
ることを目的として、大規模津波防災総合訓練
を実施する。

（５）�津波警報等の伝達訓練等
気象庁においては、津波警報等の発表の迅速

化を図るための訓練を全国中枢（本庁・大阪）
にて行うとともに、地方公共団体等が行う訓練
にも積極的に参加協力する。また、北海道・三
陸沖後発地震注意情報、南海トラフ地震臨時情
報等に係る業務の訓練を実施する。
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（６）�海上保安庁における震災対応訓練等
海上保安庁においては、地震・津波災害対応

に従事する職員を対象とした災害発生時の対応
に係る教育、関係機関と連携した地震・津波災
害対応訓練等を実施する（後掲　第２章 3-1

（２））。

	 2-2	 防災施設設備の整備

（１）�広域防災拠点の維持管理
内閣府においては、首都直下地震等により広

域的な災害が発生した場合の災害応急対策活動
の拠点となる、立川災害対策本部予備施設及び
東京湾臨海部基幹的広域防災拠点（有明の丘地
区及び東扇島地区）の維持管理を行う（後掲　
第２章3-2（１））。

（２）�公共施設等耐震化事業の推進
総務省及び消防庁においては、地震等の大規

模災害発生時の被害を軽減し、住民の安全を確
保できるよう、公共施設等耐震化事業として地
方財政措置を講ずることにより、地方公共団体
が行う指定避難所や災害対策の拠点となる公共
施設等の耐震化を推進する。

（３）�庁舎及び合同宿舎等の耐震化の推進
財務省においては、震災発生時における来庁

者等の安全確保の観点から耐震性能の不足して
いる庁舎等について計画的に耐震改修等を実施
する。

（４）�国立大学等施設の整備
文部科学省においては、災害時においても教

育研究活動の継続や学生教職員等の安全・安心
を確保するとともに、地域の防災拠点として機
能させるため、国立大学等施設の防災機能の強
化等による耐災害性の強化のための支援を行う

（後掲　第４章2-3（１））。

（５）�公立学校施設の整備
文部科学省においては、児童生徒等の学習・

生活の場であるとともに、地域コミュニティの
拠点であり、災害時には地域住民の避難所とし
ての役割も果たす公立学校施設について、安
全・安心かつ快適な環境を確保するため、非構
造部材の耐震対策を含めた老朽化対策及び防災

機能の強化等への支援を行う。

（６）�私立学校施設の整備
文部科学省においては、大規模災害時におけ

る幼児児童生徒及び学生の安全確保を図る観点
から、学校施設の耐震化や防災機能強化を促進
するため、校舎等の耐震改築（建替え）事業、
耐震補強事業及び防災機能強化のための整備等
を支援する。

（７）�社会体育施設の整備
文部科学省においては、地域のスポーツ活動

の場であるとともに、災害時には避難所として
の役割を果たす社会体育施設について、耐震性
が確保されていないと判断された施設の耐震化
や空調設備の整備等について国庫補助を行う。

（８）�医療施設の耐震化
厚生労働省においては、政策医療を担う病院

が行う耐震診断に対する補助を行う。

（９）�独立行政法人国立病院機構の施設整備
独立行政法人国立病院機構においては、老朽

建物の耐震化等に取り組み、耐震性の向上を図
る。

（10）�治山事業の推進
農林水産省においては、地震による山地災害

を防止し、これによる被害を最小限にとどめる
ため、地震等による山地災害の発生の危険性が
高い地区における治山施設の整備等を重点的に
実施する（後掲　第２章3-2（２）、4-2（１）、
5-2（２）、6-2（３）、第３章２）。

（11）�漁港漁村の防災対策施設の整備
（再掲　第２章1-2（16））
（後掲　第２章3-2（３））

（12）�海岸保全施設の整備
農林水産省及び国土交通省においては、地

震・津波対策として、大規模地震の発生が危惧
される地域等において、避難体制の充実・強化
などソフト面の対策を組み合わせた総合的な対
策を推進している海岸等において気候変動を踏
まえた海岸保全施設の整備を重点的に実施する

（後掲　第２章 3-2（４）、4-2（２）、第３章
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５）。

（13）�農業水利施設の耐震化等
農林水産省においては、地震対策として、大

規模地震の発生が危惧される地域等における農
業水利施設の耐震化等を推進する。

（14）�建設機械の整備
国土交通省においては、土砂災害等の応急復

旧作業等に必要な機械を整備する（後掲　第２
章4-2（５））。

（15）�盛土の安全確保対策の推進
国土交通省、農林水産省及び林野庁において

は、「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づ
き地方公共団体が行う盛土等に伴う災害の防止
のための基礎調査、危険な盛土等の安全性把握
のための詳細調査及び盛土等の撤去・擁壁設置
等の対策を支援し、環境省においては、都道府
県等が行う産業廃棄物の不法投棄等の可能性が
ある盛土に対する支障除去等事業を支援する

（後掲　第２章4-2（４））。

（16）�地震災害に強いまちづくりの推進
国土交通省においては、地震災害に対する都

市の防災性向上のための根幹的な公共施設等の
整備として、次の事業を実施する。
・避難地、避難路、帰宅支援場所及び防災活動

拠点となる都市公園の整備
・避難路として活用される道路等における街路

事業の実施
・避難地・避難路の整備を都市の防災構造化と

併せて行う土地区画整理事業の実施
・避難地として活用される都市公園予定地等の

取得を行う地方公共団体に対する都市開発資
金の貸付け
また、地震災害に強い都市構造の推進とし

て、次の事業を実施する。
・密集市街地を始めとする防災上危険な市街地

における都市防災総合推進事業の実施
・三大都市圏の密集市街地の改善整備及び避難

路として活用される道路の整備等による防災
性の向上に資する都市再生区画整理事業の実
施

・防災上危険な密集市街地等における市街地再
開発事業等の実施

・都市構造再編集中支援事業等を活用した災害
時要援護者関連施設（病院、老人デイサービ
スセンター等）の移転や耐震性貯水槽、備蓄
倉庫、避難空間等の整備の実施

・事前復興まちづくり計画等に基づき行われ
る、防災拠点の形成に必要なインフラ整備の
実施

・都市機能が集積する地域における災害時の滞
在者等の安全の確保等を図る都市安全確保促
進事業の実施

・地下街の防災対策のための計画の策定や、同
計画に基づく避難通路や地下街設備の改修等
を支援する地下街防災推進事業の実施

・密集市街地等における延焼防止の促進のた
め、密集市街地等における空き地等の延焼防
止効果を向上するための緑化を支援

・都市機能が集積した拠点地区において、災害
時にエネルギーの安定供給が確保される業務
継続地区の構築を支援

・災害時に都市の機能を維持するための拠点市
街地の整備の実施

・都市・地域交通戦略推進事業を活用した、多
くの人々が集まる駅・駅前広場、周辺地区等
における防災力に資する整備の実施

（17）�上下水道における震災対策
国土交通省においては、地震時においても上

下水道が果たすべき役割を確保するため、重要
な上下水道施設の耐震化等を図る「防災」と被
災を想定して被害の最小化を図る「減災」を組
み合わせた総合的な地震対策を推進する。ま
た、令和７年６月に閣議決定した「第１次国土
強靱化実施中期計画」においては、下水処理場
やそれに直結する管路などの「急所」となる施
設の耐震化、避難所など重要施設に係る上下水
道管路の一体的な耐震化などの施策が位置づけ
られ、地方公共団体が策定した「上下水道耐震
化計画」に基づき、浄水場や下水処理場などの

「急所」の耐震化等を計画的・集中的に推進す
る。

（18）�河川の耐震・液状化対策
国土交通省においては、地震による液状化等

により、多くの堤防が被災したことを踏まえ、
堤防・水門等の耐震・液状化対策を推進し、被
害の防止・軽減を図る。
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（19）�土砂災害の防止
国土交通省においては、地震により土砂災害

が発生した場合、防災拠点、重要交通網、避難
路等への影響や、孤立集落の発生等が想定され
る土砂災害警戒区域等について、土砂災害防止
施 設 の 整 備 を 推 進 す る（後 掲　第 ２ 章 4-2

（７））。

（20）�道路における震災対策
国土交通省においては、大規模災害への備え

として、高規格道路の未整備区間の整備及び暫
定２車線区間の４車線化、高規格道路と代替機
能を発揮する直轄国道とのダブルネットワーク
の強化等を推進するとともに、ロッキング橋脚
橋梁、緊急輸送道路上の橋梁及び同道路をまた
ぐ跨道橋の耐震補強の推進や無電柱化等各種道
路事業を実施する。また、バイクや自転車、カ
メラの活用に加え、ＵＡＶ（無人航空機）や人
工衛星による迅速な状況把握やビッグデータな
ども活用した「道路の被害状況等マップ」によ
る被災状況の迅速な提供等の取組を推進すると
ともに、道路の高架区間等を活用した津波や洪
水からの浸水避難対策を推進する（後掲　第２
章4-2（８））。

（21）�不良住宅の除却の推進
国土交通省においては、不良住宅が密集する

こと等によって保安、衛生等に関し危険又は有
害な状況にある地区において、地方公共団体が
不良住宅を除却し、従前居住者向けの住宅を建
設するとともに、生活道路等を整備する住宅地
区改良事業等について補助を行う。

（22）�住宅市街地の防災性の向上
国土交通省においては、既成市街地におい

て、都市機能の更新、密集市街地の整備改善等
の政策課題に、より機動的に対応するため、住
宅や生活支援施設等の整備、公共施設整備等を
総合的に行う事業について補助を行う。

（23）�帰宅困難者等の受入拠点施設整備の推進
国土交通省においては、首都直下地震、南海

トラフ地震等の大規模災害時において、大量に
発生する帰宅困難者等への対応能力を事前に確
保するため、災害時の帰宅困難者等の受入拠点
となる施設の整備を促進する。

（24）�老朽公営住宅の建替等の推進
国土交通省においては、地方公共団体が行う

耐震性の低い既存の公営住宅団地の建替事業及
び耐震改修事業に要する費用の一部に対して防
災・安全交付金等を交付する。

（25）�港湾における地震対策の推進
国土交通省においては、能登半島地震や最新

の地震被害想定等を踏まえ、大規模災害時の緊
急物資輸送等の海上支援ネットワークの形成の
ための防災拠点機能の確保や、幹線物流機能の
維持のため、耐震強化岸壁の整備や臨港道路の
耐震化等を推進する。

（26）�総合的な宅地防災対策の推進
国土交通省においては、大地震等による盛土

造成地の滑動崩落や液状化の宅地被害を防止・
軽減するため、宅地耐震化推進事業により、防
止対策に向けた詳細調査や対策工事の実施を推
進する。

（27）�情報通信基盤の整備
国土交通省においては、災害時に迅速かつ的

確に災害情報等を収集し、関係機関に伝達する
とともに、災害対応や情報提供に資する電気通
信設備・情報通信基盤の整備を推進する。

（28）�鉄道施設の地震防災対策
国土交通省においては、首都直下地震や南海

トラフ地震等の大規模地震に備え、地震時にお
いて、鉄道利用者の安全確保、一時避難場所と
しての機能の確保、社会・経済的影響の軽減等
を図るため、主要駅や高架橋等の耐震補強を推
進する。

（29）�建築物の耐震診断・耐震改修の促進
国土交通省においては、地震の際の住宅・建

築物やブロック塀等の倒壊等による被害の軽減
を図るため、「建築物の耐震改修の促進に関す
る法律」の的確な運用に努めるとともに、住
宅・建築物等の耐震性の向上に資する事業につ
いて補助を行う。

（30）�耐震改修工事融資
独立行政法人住宅金融支援機構等において

は、耐震改修工事又は耐震補強工事に対する融
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資により、戸建住宅やマンションの耐震性の向
上を支援する。

（31）�高齢者向け耐震改修融資（リバースモー
ゲージ型）の無利子化等

独立行政法人住宅金融支援機構と提携する民
間金融機関が提供する【リ・バース60】を活
用した耐震改修融資を無利子化・低利子化する
ことにより、高齢者世帯の耐震改修を促進す
る。

（32）�空港の耐震対策
国土交通省においては、地震発生後における

救急・救命活動等の拠点機能の確保、航空ネッ
トワークの維持並びに背後圏経済活動の継続性
確保及び首都機能維持を可能とするため、滑走
路等の耐震対策を実施する。

（33）�一般廃棄物処理施設の防災対策
環境省においては、今後想定される首都直下

地震、南海トラフ地震における災害廃棄物の量
が、東日本大震災をはるかに上回ると予想され
ることから、災害時において迅速な復旧・復興
を可能とするため、市町村が行う一般廃棄物処
理施設の防災機能の向上のための整備事業に対
して循環型社会形成推進交付金等を交付する。

	 2-3	 その他

（１）�地震対策の推進
内閣府においては、千島海溝地震、日本海溝

地震、首都直下地震及び南海トラフ地震におけ
る防災・減災対策、災害発生時の帰宅困難者対
策、中部圏・近畿圏直下地震における地震モデ
ルの見直しに向けた検討等の取組を行う（後掲　
第２章3-3（１））。

（２）�日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震、首
都直下地震及び南海トラフ地震における
具体的な応急対策活動に関する計画の検
証

内閣府においては、日本海溝・千島海溝周辺
海溝型地震、首都直下地震及び南海トラフ地震
における具体的な応急対策活動に関する計画の
実効性の確保・向上を図るための調査・検討を
行う。

（３）�大規模地震災害に係る分野横断的な災害
リスク評価による防災対策の推進

内閣府においては、大規模地震に対する事前
防災対策を推進するため、都道府県等が地域特
性を踏まえて被害状況のシミュレーション等に
よる定量・定性的な分析を行い、災害リスクを
適切に評価するための手法の検討を行う。

（４）�災害リスク評価手法の研究開発促進
内閣府においては、分野横断的な被害想定・

災害リスク評価に係る分野について、大学・研
究機関等による研究開発の促進に向けた取組を
行う。

（５）�都市再生安全確保計画の作成及び改善・
更新の促進

内閣府及び国土交通省においては、都市再生
緊急整備地域における滞在者等の安全の確保を
図るため、国、地方公共団体、民間事業者等の
関係者の適切な役割分担・連携方法等を定め、
それぞれが定められた事業又は事務を着実に実
施できるようにする都市再生安全確保計画の作
成及び改善・更新を促進する。

（６）�交通対策の推進
警察庁においては、都道府県警察から詳細な

交通情報をリアルタイムで収集し、広域的な交
通管理に活用する広域交通管制システムを的確
に運用する。

また、災害に備えた交通安全施設等の整備を
推進するとともに、交通規制計画等に基づき、
隣接都府県警察等と連携した総合的かつ実戦的
な訓練を実施するよう都道府県警察に対して指
導する。

（７）�建築物の耐震化の推進
法務省においては、矯正施設を始めとする法

務省施設について、老朽化対策と併せ、耐震改
修又は庁舎新営による耐震化を計画的に実施す
る。

（８）�被災建築物の応急危険度判定体制の整備
及び活動支援

国土交通省においては、地震により被災した
建築物の危険性を速やかに判定し情報提供を行
う被災建築物応急危険度判定について、人材の
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育成、実施体制及び支援体制の整備を推進す
る。

（９）�港湾における災害対応力強化
国土交通省においては、地震・津波や台風に

よる非常災害が発生した場合でも港湾機能を維
持するため、関係機関と連携し、地方港湾を含
めた港湾ＢＣＰ・広域港湾ＢＣＰの策定・改訂
や、それに基づく防災訓練の実施を図る等、災
害対応力強化に取り組む（後掲　第２章 3-3

（３）、4-3（16））。

（10）�防災拠点の迅速な利用可否判断に資する
事前解析に係る支援

国土交通省においては、災害時における被災
地への支援輸送を円滑に実施するため、防災拠
点の一部を構成する港湾管理者が整備した岸壁
を対象に、港湾管理者が実施する事前解析に対
する支援を行う。

（11）�大規模地震発生時における防災拠点を活
用した海上輸送支援体制構築のための計
画策定

国土交通省においては、大規模地震発生時に
おける海上輸送支援の実効性を向上させるた
め、物資ごとの需要量の想定、支援側港湾と受
援側港湾の対応関係の明確化及び全国的な連携
体制の整理といった防災拠点を核とした海上輸
送支援体制構築に係る運用計画を策定する。

（12）�全国活断層帯情報整備
国土地理院においては、全国の活断層を対象

に、断層の詳細な位置、関連する地形の分布等
の情報の整備・更新を行う。

（13）�北海道・三陸沖後発地震注意情報及び南
海トラフ地震臨時情報等の発表、通報

気象庁においては、千島海溝・日本海溝沿い
及び南海トラフの巨大地震発生の可能性が平常
時と比べて相対的に高まっていると評価した場
合等には、北海道・三陸沖後発地震注意情報、
南海トラフ地震臨時情報等を発表するとともに
防災関係機関等に通報し、各機関で適切な防災
体制が執られるよう努める。

（14）�緊急地震速報、地震情報等の発表、伝達
（再掲　第１章2-1（13））
気象庁においては、地震観測の結果を基に緊

急地震速報、地震情報等を発表し、これを防災
関係機関等に伝達して、災害の防止・軽減に努
める（後掲　第２章3-3（５））。

（15）�巨大地震に備えた最低水面に係る情報の
整備

海上保安庁においては、巨大地震発生時の迅
速な海上輸送ルート確保のため、ＧＰＳ技術を
用いた高低測量を実施し、海図水深の基準とな
る「最低水面」に係る情報を整備する。

	３	 津波災害対策
	 3-1	 教育訓練

（１）�警察庁における教育訓練
警察庁においては、都道府県警察の幹部に対

して津波災害発生時の災害応急対策や災害警備
活動に従事する警察官の安全等についての教育
訓練を行う。また、都道府県警察に対して津波
災害対策上必要な教育訓練の実施を指示する。

（２）�海上保安庁における震災対応訓練等
（再掲　第２章2-1（６））

	 3-2	 防災施設設備の整備

（１）�広域防災拠点の維持管理
（再掲　第２章2-2（１））

（２）�海岸防災林の整備
（再掲　第２章2-2(10)）
農林水産省においては、海岸防災林につい

て、その適切な保全を図ることにより、飛砂
害、風害及び潮害の防備等の災害防止機能の発
揮に加え、地域の実情等を踏まえ、津波に対す
る被害軽減効果も考慮した盛土による生育基盤
の確保や植栽等の整備を進める（後掲　第３章
4-2（１）、5-2（２）、6-2（３）、第３章２）。

（３）�漁港漁村の防災対策施設の整備
（再掲　第２章1-2（16）、2-2（11））
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（４）�海岸保全施設の整備
（再掲　第２章2-2（12））
（後掲　第２章4-2（２）、第３章５）

（５）�河川の津波対策
国土交通省においては、東日本大震災で津波

により甚大な被害が発生したことを踏まえ、堤
防の嵩上げ、水門等の自動化・遠隔操作化等を
推進し、被害の防止・軽減を図る。

（６）�港湾における津波対策の推進
国土交通省においては、設計津波を超える大

規模津波発生時に、防波堤が倒壊して、津波の
到達時間が早まり被害が拡大する事態や、静穏
度が確保できず荷役が再開できない事態を防止
するため、「粘り強い構造」を導入した防波堤
の整備を推進する。

また、港湾労働者等が安全に避難できるよ
う、港湾の特殊性を考慮した避難計画の作成や
津波避難施設の整備等を促進するとともに、避
難機能を備えた物流施設等を整備する民間事業
者に対して支援を行う。

（７）�津波災害に強いまちづくりの推進
国土交通省においては、津波災害に対する都

市の防災性向上のための根幹的な公共施設の整
備として、次の事業を実施する。
・避難地、避難路、帰宅支援場所及び防災活動

拠点となる都市公園の整備
・避難路として活用される道路等における街路

事業の実施
・避難地・避難路の整備を都市の防災構造化と

併せて行う土地区画整理事業の実施
・避難地として活用される都市公園予定地等の

取得を行う地方公共団体に対する都市開発資
金の貸付け
津波災害に強い都市構造の推進として、次の

事業を実施する。
・千島海溝地震や日本海溝地震、南海トラフ地

震などの地震による津波被害が想定される防
災上危険な市街地における都市防災総合推進
事業の実施

・土地の嵩上げや避難路として活用される道路
の整備等による防災性の向上に資する都市再
生区画整理事業の実施

・都市構造再編集中支援事業等を活用した災害

時要援護者関連施設（病院、老人デイサービ
スセンター等）の移転や耐震性貯水槽、備蓄
倉庫、避難空間等の整備の実施

・事前復興まちづくり計画等に基づき行われ
る、防災拠点の形成に必要なインフラ整備の
実施

・災害時に都市の機能を維持するための拠点市
街地の整備の実施

・都市・地域交通戦略推進事業を活用した、多
くの人々が集まる駅・駅前広場、周辺地区等
における防災力に資する整備の実施

	 3-3	 その他

（１）�地震対策の推進
（再掲　第２章2-3（１））

（２）�交通対策の推進
警察庁においては、都道府県警察から詳細な

交通情報をリアルタイムで収集し、広域的な交
通管理に活用する広域交通管制システムを的確
に運用する。また、災害に備えた交通安全施設
等の整備を推進するよう都道府県警察に対して
指導する。

（３）�港湾における災害対応力強化
（再掲　第２章2-3（９））
（後掲　第２章4-3（16））

（４）�船舶の津波防災対策の推進
国土交通省においては、船舶の津波避難対策

推進を図るため、前年度に引き続き船舶運航事
業者に対し津波避難マニュアルの改善や同マ
ニュアルに基づく津波避難訓練の実施を促して
いく。

（５）�津波警報等の発表、伝達
（再掲　第１章2-1（13）、第２章2-3（14））
気象庁においては、地震観測等の結果を基に

津波警報等を発表するとともに、沖合及び沿岸
で津波が観測された際には速やかに観測情報を
発表し、防災関係機関等に伝達し、災害の防
止・軽減に努める。

（６）�津波防災対策の推進
海上保安庁においては、海底地形データの提
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供を行い、自治体等による津波浸水想定の設定
や津波ハザードマップ作成を支援する。

	４	 風水害対策
	 4-1	 教育訓練

警察庁における教育訓練
警察庁においては、都道府県警察の幹部に対

して風水害発生時の災害応急対策等についての
教育訓練を行う。また、都道府県警察に対して
風水害対策上必要な教育訓練の実施及び災害の
発生が予想される場合における警備体制の早期
確立について指示する。

	 4-2	 防災施設設備の整備

（１）�治山事業の推進
（再掲　第２章2-2（10）、3-2（２））
農林水産省においては、森林の有する公益的

機能の維持増進を通じて、安全で安心して暮ら
せる国土づくりを図るため、治山施設の整備等
を 推 進 す る（後 掲　第 ２ 章 5-2（２）、6-2

（３）、第３章２）。

（２）�海岸保全施設の整備
（再掲　第２章2-2（12）、3-2（４））
農林水産省及び国土交通省においては、国土

保全上特に重要な地域において、避難体制の充
実・強化などソフト面の対策を組み合わせた総
合的な対策を推進している海岸等において気候
変動を踏まえた高潮、波浪、侵食対策等を重点
的に実施する（後掲　第３章５）。

（３）�総合的な農地防災対策
農林水産省においては、農村地域の防災力の

向上を図るため、農業用ため池の防災・減災対
策、農地等の湛水防除、地すべり防止対策など
総合的な対策を推進する。

（４）�盛土の安全確保対策の推進
（再掲　第２章2-2（15））

（５）�建設機械の整備
（再掲　第２章2-2（14））
国土交通省においては、風水害の災害対策に

必要な機械を整備する。

（６）�河川・ダム・道路管理用情報通信設備の
整備

国土交通省においては、雨量、水位、路温等
の水文・道路気象テレメータや、ダム等の放流
警報設備、監視カメラ設備、雨量を高精度かつ
リアルタイムに捉えるＭＰ（マルチパラメー
タ）レーダ雨量計等の整備を行うとともに、各
部局及び地方公共団体が保有するデータの共有
を推進する。また、東日本大震災、紀伊半島大
水害、関東・東北豪雨等を踏まえた、情報通信
設備の耐震対策、津波・洪水による浸水対策、
停電対策等を実施する。

（７）�土砂災害の防止
（再掲　第２章2-2（19））
国土交通省においては、人家や公共建物を保

全する砂防設備及び地すべり防止施設の整備を
推進するとともに、都道府県が実施する急傾斜
地崩壊防止施設等の整備を支援する。

（８）�道路における防災対策
（再掲　第２章2-2（20））
国土交通省においては、大規模災害への備え

として、高規格道路の未整備区間の整備及び暫
定２車線区間の４車線化、高規格道路と代替機
能を発揮する直轄国道とのダブルネットワーク
の強化等を推進するとともに、災害時の交通機
能を最大限活用するためのインフラ整備や「道
路構造令」等の見直し等を推進する。また、渡
河部の橋梁や河川に隣接する道路構造物の流失
防止対策や法面・盛土の土砂災害防止対策を推
進する。さらに、危険箇所等の調査方法の高度
化に向けた取組を実施する。

（９）�港湾における高潮・高波対策の推進
国土交通省においては、激甚化・頻発化する

台風に伴う高潮・高波による港湾内の被害軽減
を図るため、最新の設計沖波等で照査した結果
を踏まえ、港湾施設の嵩上げ・補強等を推進す
る。

（10）�「協働防護」による港湾における気候変
動適応

国土交通省においては、様々な関係者が集積
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する港湾において気候変動への適応を図るた
め、すべての関係者が気候変動への適応水準や
適応時期に係る共通の目標等を定めるととも
に、協定等に基づきハード・ソフト一体の各種
施策を進める「協働防護」を推進する。
「協働防護」の推進に当たっては、気候変動

に対する共通の目標等を定める「協働防護計
画」作成のための港湾管理者への補助や一定の
基準を満たす民有護岸の嵩上げ等に対する固定
資産税の特例措置を始めとした支援を行う。

（11）�下水道における浸水対策
国土交通省においては、都市化の進展や下水

道の計画規模を大きく上回る集中豪雨の多発に
伴う雨水流出量の増大に対応して、都市におけ
る安全性の確保を図るため、主として市街地に
降った雨水を河川等に排除し、浸水被害を防止
することを目的とした雨水幹線や貯留浸透施設
等の下水道の整備を推進する。あわせて、内水
ハザードマップの作成・公表や下水道の水位情
報の提供等のソフト対策、また、住民自らの取
組による自助を組み合わせた総合的かつ効率的
な浸水対策を推進し、施設の計画規模を上回る
降雨に対して被害の最小化を図る（後掲　第３
章９）。

（12）�風水害に強いまちづくりの推進
国土交通省においては、風水害に対する都市

の防災性向上のための根幹的な公共施設の整備
として、次の事業を実施する。
・避難地、避難路、帰宅支援場所及び防災活動

拠点となる都市公園の整備
・避難路として活用される道路等における街路

事業の実施
・避難地・避難路の整備を都市の防災構造化と

併せて行う土地区画整理事業の実施
・避難地として活用される都市公園予定地等の

取得を行う地方公共団体に対する都市開発資
金の貸付け
風水害に強い都市構造の推進として、次の事

業を実施する。
・台風や洪水による風水害が想定される防災上

危険な市街地における都市防災総合推進事業
の実施

・土地の嵩上げや避難路として活用される道路
の整備等による防災性の向上に資する都市再

生区画整理事業の実施
・都市構造再編集中支援事業等を活用した災害

時要援護者関連施設（病院、老人デイサービ
スセンター等）の移転や耐震性貯水槽、備蓄
倉庫、避難空間等の整備の実施

・事前復興まちづくり計画等に基づき行われ
る、防災拠点の形成に必要なインフラ整備の
実施

・土地が持つ雨水貯留浸透機能を活用したグ
リーンインフラの取組の実施

・災害時に都市の機能を維持するための拠点市
街地の整備の実施

・都市・地域交通戦略推進事業を活用した、多
くの人々が集まる駅・駅前広場、周辺地区等
における防災力に資する整備の実施

（13）�空港における浸水対策
国土交通省においては、空港における高潮・

高波・豪雨等による大規模災害に備えるため、
護岸の嵩上げや排水機能の強化等の浸水対策を
実施する。

（14）�港湾における走錨対策の推進
国土交通省においては、令和元年房総半島台

風等で発生した走錨事故を踏まえ、港内避泊が
困難な港湾や混雑海域周辺の港湾等において、
避泊水域確保のための防波堤等の整備を推進す
る。

（15）�港湾における埋塞対策の推進
国土交通省においては、令和３年８月海底火

山「福徳岡ノ場」の噴火による軽石により航路
等が埋塞したことも踏まえ、引き続き船舶の航
行安全に資するよう、漂流物対策を推進すると
ともに豪雨による大規模出水時等に備えた浚渫
を実施し、海上交通ネットワークを維持する。

（16）�住宅・建築物の風水害対策等の促進
国土交通省においては、風水害に対する住宅

や建築物の防災性向上のため、住宅・建築物の
風水害対策のための改修支援を実施する。
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	 4-3	 その他

（１）�土砂災害・水害等の災害時における避難
対策等の推進

内閣府においては、首都圏等における大規模
水害時の広域避難や、水害・土砂災害からの住
民の主体的な避難行動の促進に係る検討等の取
組を行う。

（２）�風水害に対する警備体制の強化
警察庁においては、管区警察局及び都道府県

警察に対して災害危険箇所の事前把握、災害の
発生が予想される場合における警備体制の早期
確立、部隊派遣の検討・実施、自治体・関係機
関との連携による迅速な避難誘導の徹底を指示
するなど、警備体制の強化を図る。

（３）�風水害対策の推進
消防庁においては、災害応急対策の実施体制

の確立、迅速かつ的確な避難指示等の発令・伝
達、避難行動要支援者等の避難対策の推進、防
災訓練の実施等について地方公共団体に対し要
請・助言等を行う。

（４）�災害時要援護者関連施設に係る防災対策
の推進

農林水産省においては、「災害弱者関連施設
に係る総合的な土砂災害対策の実施について」

（平成11年１月、文部省、厚生省、林野庁、建
設省及び消防庁共同通達）等を受け、災害時要
援護者関連施設を保全するため、本施設に係る
山地災害危険地区等の周知を図るとともに、治
山事業及び農地防災事業等による防災対策を推
進する。

（５）�山地災害防止のための普及啓発活動
農林水産省においては、山地災害の未然防止

について、住民への山地災害危険地区等の周知
徹底及び防災意識の高揚に資することを目的
に、山地災害防止キャンペーン（５月20日か
ら６月30日まで）を実施する。

（６）�要配慮者利用施設に係る防災対策の推進
国土交通省においては、「水防法」及び「土

砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の
推進に関する法律」（以下「土砂災害防止法」

という。）に基づき、市町村地域防災計画にお
いて浸水想定区域内又は土砂災害警戒区域内の
要配慮者利用施設の名称及び所在地、情報伝達
体制等を定めるとともに、これら要配慮者利用
施設の管理者等による避難確保計画の作成及び
計画に基づく訓練の実施を促進するなど、引き
続き警戒避難体制の充実・強化を図る。

（７）�河川情報基盤整備の推進
国土交通省においては、適切な施設管理や避

難行動等の防災活動等に役立てるため、高分解
能・高頻度に集中豪雨や局地的な大雨を的確に
把握できる国土交通省ＸＲＡＩＮ（高性能レー
ダ雨量計ネットワーク）の精度向上を図るとと
もに、洪水時の水位観測に特化した低コストな
水位計、簡易型河川監視カメラ、浸水センサな
ど、防災情報の迅速かつ的確な把握・提供のた
めの情報基盤の整備を推進する。

（８）�河川情報・洪水情報の提供の推進
国土交通省においては、観測施設等の情報基

盤を適切に維持管理するとともに、災害時にお
ける迅速な危機対応のため、国土交通省「川の
防災情報」等のウェブサイトによりリアルタイ
ムのレーダ雨量、河川水位、洪水予報、河川カ
メラ画像等を提供する。また、河川水位等の河
川情報をデータ配信し、民間企業やメディア等
と連携し、ウェブサイトやアプリ等を通じて、
住民の避難行動等に資する河川情報の提供を推
進する。

（９）�流域治水の加速化・深化
国土交通省においては、気候変動による水災

害の激甚化・頻発化に対応するため、事前防災
対策を加速するとともに、分かりやすい避難情
報の提供や住まい方の工夫などあらゆる関係者
が協働し、流域全体でハード・ソフト一体と
なった対策を総動員する「流域治水」を推進す
る（後掲　第３章１（１））。

（10）�水害リスク情報等の充実
国土交通省においては、「水防法」に基づく

想定最大規模の降雨（洪水・内水）・高潮に対
応した浸水想定区域図の作成や「土砂災害防止
法」に基づく土砂災害警戒区域等の設定を促進
し、市町村による洪水・内水・高潮及び土砂災
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害に係るハザードマップの作成・公表を支援す
る。

また、浸水範囲と浸水頻度の関係を分かりや
すく図示した「水害リスクマップ（浸水頻度
図）」について内水を考慮したものを新たに整
備し、水害リスク情報の充実を図り、土地利
用・住まい方の工夫等の促進を図る。

（11）�総合的な土砂災害対策の推進
国土交通省においては、土砂災害による人

命、財産、地域経済を牽引する「産業」・「なり
わい」等への被害の防止・軽減に資することを
目的として、ハード対策としての関係機関と連
携した砂防堰堤等の施設整備及びソフト対策と
しての都道府県が行う土砂災害警戒区域等の指
定及び監視・観測・情報提供等を行う基盤整備
等、ハード・ソフト対策を組み合わせた総合的
な土砂災害対策について支援を行う。また、

「土砂災害防止法」に基づき、大規模な土砂災
害が急迫している状況において緊急調査を行
い、被害が想定される区域等に関する情報の周
知を図る。

（12）�土砂災害防止のための普及啓発活動
国土交通省においては、土砂災害による人

命・財産の被害の防止・軽減に資することを目
的として、６月を「土砂災害防止月間」、６月
の第一週を「がけ崩れ防災週間」と定め、土砂
災害防止に関する広報活動や防災教育を推進す
るとともに、土砂災害防止功労者の表彰、土砂
災害警戒区域等の土砂災害の危険性が高い箇所
の周知・点検、関係行政機関が連携した実践的
な訓練、住民等が主体となって地域の実情に応
じた避難訓練等を実施する。

（13）�水防に関する普及啓発活動
国土交通省においては、水防に対する国民の

理解を深めるとともに広く協力を求めるため、
水防月間において、都道府県・水防管理団体等
とともに実施する各種の行事・活動、市町村等
職員に対する水防研修及び水防団員に対する水
防技術講習会を引き続き実施する。

（14）�地下駅等の浸水対策
国土交通省においては、各地方公共団体の定

めるハザードマップ等により浸水被害が想定さ

れる地下駅等（出入口及びトンネル等）につい
て、止水板や防水ゲート等の浸水対策を推進す
る。

（15）�鉄道施設の豪雨対策
国土交通省においては、近年、激甚化・頻発

化する豪雨災害について、貨物鉄道ネットワー
クも含め適切に対応するため、河川に架かる鉄
道橋りょうの流失・傾斜対策や鉄道に隣接する
斜面からの土砂流入防止対策を推進する。

（16）�港湾における災害対応力強化
（再掲　第２章2-3（９）、3-3（３））

（17）�予報、警報その他の情報の発表及び伝達
気象庁においては、台風や線状降水帯等によ

る集中豪雨、豪雪等の自然現象による災害の防
止・軽減を図るため、適時適切な予報、警報及
び土砂キキクル・大雨キキクル等の防災気象情
報を発表するとともに、防災関係機関等に伝達
することで、避難指示等の判断等、地方公共団
体等が行う災害応急対策や、国民の自主的防災
行動に資する。

	５	 火山災害対策
	 5-1	 教育訓練

警察庁における教育訓練
警察庁においては、都道府県警察の幹部に対

して火山災害発生時の災害応急対策等について
の教育訓練を行う。また、都道府県警察に対し
て火山災害対策上必要な教育訓練の実施及び災
害の発生が予想される場合における警備体制の
早期確立について指示する。

	 5-2	 防災施設設備の整備

（１）�民間の認定こども園、幼稚園、保育所等
における降灰対策の推進

こども家庭庁においては、「活動火山対策特
別措置法」の規定に基づき、降灰防除地域の指
定を受けた地域に所在する民間の認定こども
園、幼稚園、保育所等の降灰除去に要する費用
を負担する。
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（２）�火山地域における治山事業の推進
（再 掲　第 ２ 章 2-2（10）、3-2（２）、4-2

（１））
農林水産省においては、火山地域における山

地災害の防止・軽減を図るため、治山施設の整
備等を推進する（後掲　第２章 6-2（３）、第
３章２）。

（３）�火山砂防事業の推進
国土交通省においては、火山地域における土

砂災害による人命・財産の被害の防止・軽減に
資することを目的として、砂防堰堤等の施設整
備を推進するとともに、噴火時の土砂災害によ
る被害を軽減するため、緊急的に実施するハー
ド・ソフト対策からなる火山噴火緊急減災対策
砂防計画の実行性を高めるための見直しを関連
機関と連携して推進する。

	 5-3	 その他

（１）�火山災害対策の推進
内閣府においては、「活動火山対策特別措置

法」の改正を踏まえ、火山防災に関する連携強
化及び推進体制の検討、火山専門家による技術
的支援、広域噴火災害対策の検討、各火山地域
の特性を踏まえた火山防災対策の推進、火山防
災に携わる人材育成の推進等の取組を行う。

（２）�活動火山対策の推進
消防庁においては、避難施設や避難情報伝達

手段の整備を推進するとともに、救助体制の強
化、防災訓練の実施等について、関係地方公共
団体に対し要請・助言等を行う。

（３）�火山災害防止のための普及啓発活動
国土交通省においては、火山と地域の安全に

ついて火山地域の自治体が情報交換を行い、火
山砂防事業を含む火山噴火対策への自治体・住
民の理解を深めることを目的とした火山砂防
フォーラムの開催を支援する等、火山災害防止
のための啓発活動を行う。

（４）�測地技術を用いた地殻変動の監視
（再掲　第１章2-1（11））

（５）�火山防災協議会における警戒避難体制の
整備

国土交通省においては、火山噴火に伴う土砂
災害防止の観点から火山砂防ハザードマップの
検討を行うとともに一連の警戒避難体制の検討
に参画する。

（６）�噴火警報等の発表、伝達等
気象庁においては、火山監視観測を行い、噴

火警報等を適時適切に発表し、防災関係機関等
への警戒等を呼び掛けることで、災害の防止・
軽減に努めるとともに、火山防災協議会におけ
る避難計画や噴火警戒レベルに係る共同検討を
通じて警戒避難体制の整備を推進する。また、
大規模噴火時に広域に降り積もる火山灰に関
し、火山灰予測情報の改善に向けた取組を行
う。

	６	 雪害対策
	 6-1	 教育訓練

警察庁における教育訓練
警察庁においては、都道府県警察の幹部に対

して雪害発生時の災害応急対策等についての教
育訓練を行う。また、都道府県警察に対して雪
害対策上必要な教育訓練の実施及び災害の発生
が予想される場合における警備体制の早期確立
について指示する。

	 6-2	 防災施設設備の整備

（１）�民間の認定こども園、幼稚園、保育所等
における雪害防止

こども家庭庁においては、特別豪雪地帯にお
ける民間の認定こども園、幼稚園、保育所等に
対し、除雪に要する費用を負担する。

（２）�民間社会福祉施設の雪害防止
厚生労働省においては、特別豪雪地帯に所在

する保護施設等の行政委託等が行われる民間社
会福祉施設の除雪に要する費用を措置費に算入
する。

（３）�積雪地帯における治山事業の推進
（再 掲　第 ２ 章 2-2（10）、3-2（２）、4-2
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（１）、5-2（２））
農林水産省においては、積雪地帯における雪

崩による被害から集落等を守るため、雪崩の防
止を目的とする森林の造成や防止施設の設置を
推進するとともに、融雪に伴う山腹崩壊箇所等
の復旧整備等を図る（後掲　第３章２）。

（４）�冬期における道路交通の確保
国土交通省においては、積雪寒冷特別地域に

おける安定した冬期道路交通を確保するため、
除雪・防雪・凍雪害防止の事業を推進する。特
に短期間の集中的な大雪時等においても、人命
を最優先に幹線道路上における大規模な車両滞
留を徹底的に回避することを基本的な考え方と
して、関係機関と連携したタイムラインを策定
しつつ、前広な出控えや広域迂回等の呼び掛
け、通行止め予測の公表を行うとともに、高速
道路と並行する国道等の同時通行止めも含め、
広範囲での予防的・計画的な通行止めや集中除
雪等を行う。また、除雪機械の自動化や、ＡＩ
による交通障害の自動検知により、立ち往生車
両等を早期に発見し、移動措置等、現地対応の
迅速化を図る。

（５）�雪に強いまちづくりの推進
国土交通省においては、豪雪時の都市機能の

確保を図るため、積雪・堆雪に配慮した体系的
な都市内の道路整備を行い、下水処理水や下水
道施設等を活用した積雪対策のより一層の推進
を図る。

（６）�融雪時の出水や雪崩に伴う土砂流出対策
等

国土交通省においては、融雪時の出水や雪崩
に伴う土砂流出を防止するため、砂防設備等の
施設整備を推進する。

（７）�空港の雪害防止
国土交通省においては、積雪寒冷地域におけ

る航空交通を確保するため、空港の除雪・除雪
機械等の整備を行う。

（８）�除排雪時等の死傷事故防止
国土交通省においては、除排雪時等の死傷事

故を防止するため、豪雪地帯において持続可能
な除排雪体制の整備等に取り組む地方公共団体

を支援する。

	 6-3	 その他

（１）�雪害予防のための広報啓発活動
警察庁においては、雪害の発生実態を踏ま

え、雪害予防のための情報提供に努めるととも
に、都道府県警察に対して雪崩危険箇所等の把
握や広報啓発活動の実施について指示する。

（２）�雪害対策の推進
消防庁においては、災害初動体制の確立、気

象等に関する情報の収集・伝達の徹底、除雪中
の事故防止対策、要配慮者等の避難誘導体制の
整備等について、関係地方公共団体に対し要
請・助言等を行う。

（３）�集落における雪崩災害防止のための普及
啓発活動

国土交通省においては、雪崩災害による人
命・財産の被害防止・軽減に資することを目的
として、12月の第一週を「雪崩防災週間」と
定め、雪崩災害防止に関する広報活動の推進、
雪崩災害防止功労者の表彰、危険箇所の周知・
点検、避難訓練等を実施する。

（４）�予報、警報その他の情報の発表及び伝達
気象庁においては、避難指示等の判断等、地

方公共団体等が行う災害応急対策や、国民の自
主的防災行動に資するため、降積雪や雪崩等に
関する適時適切な予報、警報及び解析積雪深・
解析降雪量等の防災気象情報を発表するととも
に、防災関係機関等に伝達し、災害の防止・軽
減に努める。

	７	 火災対策
	 7-1	 教育訓練

（１）�消防庁における教育訓練
消防庁においては、国及び都道府県の消防の

事務に従事する職員並びに市町村の消防職員及
び消防団員に対し、幹部として必要な火災予
防、火災防御、火災時の救助・救急等に関する
教育訓練を行う。
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（２）�海上保安庁における消防訓練等
海上保安庁においては、船舶火災対応等に従

事する職員を対象とした事故発生時の対応に係
る教育及び関係機関と連携した消防訓練を実施
する。

	 7-2	 防災施設設備の整備

（１）�林野火災の予防対策
農林水産省においては、林野火災を予防する

ため、全国山火事予防運動等林野火災の未然防
止についての普及や予防体制の強化等を推進す
る事業及び消火活動にも活用できる山火事防止
施設を備えた林道や延焼防止に資する防火林帯
や防火線の整備等を行う。

（２）�災害の防止に寄与する耐火建築物等に対
する建設・購入資金融資

独立行政法人住宅金融支援機構等において
は、災害の防止に寄与する耐火建築物等のう
ち、合理的土地利用建築物の建設・購入に対
し、融資を行う。

（３）�空港における消防体制の整備
国土交通省においては、計画的に国管理空港

の化学消防車の性能向上を図って更新を行う。

	 7-3	 その他

（１）�火災予防体制の整備等
消防庁においては、火災による被害を軽減す

るため、次のとおり火災予防体制の整備を図
る。
・火災予防対策、消防用機械器具業界の指導育

成
・製品火災対策の推進及び火災原因調査の連絡

調整
・住宅防火対策等の推進
・消防法令に係る違反是正推進
・火災予防の実効性向上及び規制体系の再構築
・火災予防分野における各種手続の電子申請等

の推進

（２）�林野火災予防体制の整備等
消防庁及び農林水産省においては、共同して

全国山火事予防運動を実施し、林野火災の防火

意識の普及啓発に努める。

（３）�建築物の安全対策の推進
国土交通省においては、火災等の災害から建

築物の安全を確保するため、多数の者が利用す
る特定の特殊建築物等に対して、維持保全計画
の作成、定期調査・検査報告、防災査察等を推
進し、これに基づき適切な維持保全及び必要な
改修を促進する。

また、既存建築物の防火上・避難上の安全性
の確保を図るため、建築物の火災安全対策改修
に対する支援を行う。

	８	 危険物災害対策
	 8-1	 教育訓練

（１）�消防庁における教育訓練
消防庁においては、国及び都道府県の消防の

事務に従事する職員並びに市町村の消防職員に
対し、危険物災害及び石油コンビナート災害に
おける消防活動等に関する教育訓練を行う。

（２）�海上保安庁における危険物災害対応訓練
等

海上保安庁においては、危険物災害対応に従
事する職員を対象とした災害発生時の対応に係
る教育、関係機関と連携した危険物災害対応訓
練等を実施する。

	 8-2	 その他

（１）�火薬類の安全管理対策
警察庁においては、火薬類取扱事業者による

火薬類の保管管理・取扱いの適正化を図るた
め、火薬類取扱場所等への立入検査の推進及び
関係機関との連携を図るよう都道府県警察に対
して指示する。

（２）�各種危険物等の災害防止対策
警察庁においては、関係機関との緊密な連携

による各種危険物運搬車両等に対する取締りの
推進及び安全基準の遵守等についての指導を行
うよう都道府県警察に対して指示する。
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（３）�危険物規制についての要請・助言等
消防庁においては、「消防法」に基づき、次

の予防対策を推進する。
・危険物の安全を確保するための技術基準等の

整備の検討（ＡＩ・ＩｏＴ等の新技術を活用
した効果的な危険物保安等の在り方の検討）

・危険物施設の事故防止対策等
・危険物データベースの精度の向上、新規危険

性物質の早期把握及び危険性評価等
・危険物保安分野における各種手続のデジタル

化

（４）�石油コンビナート等防災対策の推進
消防庁においては、ＰＦＡＳに関する規制に

対応した、大型石油タンクの全面火災の消火に
有効な泡消火薬剤及び消火システム等の導入に
ついて検討を行うとともに、「石油コンビナー
ト等における自衛防災組織の技能コンテスト」
を開催し、自衛防災組織等の技能や士気の向上
を図る。

消防庁及び経済産業省においては、石油及び
高圧ガスを併せて取り扱う事業所の新設等に際
し、事業所内の施設地区の設置等について審査
するとともに、必要な助言等を行う。

（５）�産業保安等に係る技術基準の調査研究等
経済産業省においては、高圧ガスや火薬類等

に係る事故・災害の未然防止を図り、もって公
共の安全を確保するため、技術基準の見直し等
に向けた調査研究等や、事故情報の原因解析及
び再発防止策の検討を行い、産業保安基盤の整
備・高度化に資する事業を実施する。

（６）�高圧ガス及び火薬類による災害防止の指
導等

経済産業省においては、製造事業者等に対す
る立入検査等及び保安教育指導並びに地方公共
団体等担当者に対する研修等を行う。

（７）�都市ガス分野における災害対応・レジリ
エンス強化に係る支援事業

経済産業省においては、災害時連携計画の効
果を高めることを通じて都市ガス分野における
災害対応・レジリエンスを強化するため、災害
時の復旧作業等の迅速化に資する機器や設備の
導入を行う中小規模の一般ガス導管事業者に対

して、その費用の一部の補助を行う。

（８）�危険物の海上輸送の安全対策の確立
国土交通省においては、危険物を海上輸送す

る際の安全確保のため、国際基準の策定・取り
入れについて十分な評価・検討を行うととも
に、危険物を運送する船舶に対して、運送前の
各種検査及び立入検査を実施する。

（９）�危険物積載船舶運航及び危険物荷役に関
する安全防災対策

海上保安庁においては、ふくそう海域におけ
る危険物積載船舶の航行の安全を確保するとと
もに、危険物専用の岸壁や桟橋における適切な
荷役等について指導し、安全防災対策を推進す
る。

（10）�沿岸海域環境保全情報の整備
海上保安庁においては、油流出事故が発生し

た際の迅速かつ的確な油防除活動等に資する目
的で、沿岸海域の自然的・社会的情報等をデー
タベース化し、海図データ及び油の拡散・漂流
予測結果等と併せて表示する沿岸海域環境保全
情報の整備を引き続き行う。

（11）�漂流予測体制の強化
海上保安庁においては、油流出事故による防

除作業を的確に行うため、常時監視可能なブイ
を用いて漂流予測の評価・補正を行い、高精度
の漂流予測が実施可能な体制を整備する。

（12）�油防除対策に係る分野別専門家等の登録
海上保安庁においては、「油等汚染事件への

準備及び対応のための国家的な緊急時計画」
（平成18年12月８日閣議決定）に基づき、関
係行政機関等の協力を得て国内の各種分野の専
門家等に関する情報を一元化するとともに、関
係機関の要請に応じて提供可能な体制を確保す
る。
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	９	 原子力災害対策
	 9-1	 教育訓練

（１）�原子力防災に関する人材育成の充実・強
化整備

内閣府においては、原子力災害時に対応を行
う防災業務関係者に対して、体系的かつ効果的
な訓練や研修等により人材育成を推進する。ま
た、原子力防災の国内外の知見の分析・蓄積を
行うための調査研究を実施する。

（２）�警察庁における教育訓練
警察庁においては、都道府県警察の幹部に対

して原子力に関する基礎的な知識、原子力災害
発生時の災害応急対策、放射線量のモニタリン
グ等についての教育訓練を行う。また、都道府
県警察に対して原子力災害対策に必要な訓練の
実施を指示する。

（３）�消防庁における教育訓練
消防庁においては、国及び都道府県の消防の

事務に従事する職員並びに市町村の消防職員に
対し、原子力災害における消防活動等に関する
教育訓練を行う。

（４）�放射性物質安全輸送講習会
国土交通省においては、放射性物質輸送の作

業従事者等に対し、当該輸送に関する法令、専
門的知識等に係る講習会を実施する。

（５）�海上保安庁における原子力災害対応訓練
等

海上保安庁においては、原子力災害対応に従
事する職員を対象とした災害発生時の対応に係
る教育、関係機関と連携した原子力災害対応訓
練等を実施する。

（６）�環境放射線モニタリングのための研修等
原子力規制委員会においては、地方公共団体

職員等を対象に、放射能分析に係る技術向上及
び緊急時モニタリングの実効性向上のための研
修等を実施する。

	 9-2	 防災施設設備の整備

原子力施設等の防災対策
原子力規制委員会においては、原子力災害に

係る緊急時対策支援システム整備、その他の原
子力防災体制整備等を行う。

	 9-3	 その他

（１）�地域防災計画・避難計画の具体化・充実
化支援（原子力発電施設等緊急時安全対
策交付金事業）

内閣府においては、地域防災計画・避難計画
の具体化・充実化を進めるため、地方公共団体
が行う防災活動に必要な放射線測定器、防護服
等の資機材の整備の支援などを行う。また、緊
急時避難円滑化事業により避難の円滑化を着実
に推進する。

（２）�原子力防災体制等の充実化
内閣府においては、原子力防災に係る国内外

の最新動向の調査研究等を行い、必要に応じて
関係施策への反映を検討するとともに、有用な
知見を整理し発信することで、地域における原
子力防災体制の充実・強化を図る。

（３）�食品中の放射性物質に関するリスクコ
ミュニケーション

消費者庁においては、食品中の放射性物質に
関し、関係府省、地方公共団体等と連携した意
見交換会の開催、「食品と放射能Ｑ＆Ａ」によ
る情報提供等を行う。

（４）�地方消費者行政の充実・強化、放射性物
質検査体制の整備

消費者庁においては、風評被害の払拭のた
め、地方消費者行政強化交付金により、地方公
共団体の取組を支援する。

また、原発事故を踏まえ、食品と放射能に関
する食の安全・安心を確保するため、消費者庁
及び独立行政法人国民生活センターにおいて
は、放射性物質検査機器の貸与を引き続き行う
とともに、検査機器等に関する研修会を開催す
る。
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（５）�原子力災害対策の推進
消防庁においては、地方公共団体における地

域防災計画の見直しの助言・支援、原子力防災
訓練への助言・協力等を行う。

（６）�海上輸送に係る原子力災害対策
国土交通省においては、放射性物質等の海上

輸送時に想定される原子力災害への対応に備
え、防災資材の整備・維持や衛星電話通信の維
持、放射性物質等の災害に対する防災訓練の指
導等を行う。

	10	 その他の災害対策
	 10-1	 教育訓練

（１）�消防庁における教育訓練
消防庁においては、国及び都道府県の消防の

事務に従事する職員並びに市町村の消防職員に
対し、生物剤及び化学剤に起因する災害におけ
る消防活動等に関する教育訓練を行う。

（２）�船員の災害防止のための教育
国土交通省においては、関係団体等と協力の

上、安全衛生に関する意識の向上を図る。

（３）�船員労働災害防止対策
国土交通省においては、第12次「船員災害

防止基本計画」（令和５年１月策定）に基づ
き、船員労働災害防止を効果的かつ具体的に推
進するため、「船員災害防止実施計画」を作成
し、各船舶所有者による自主的な船員労働災害
防止を促すとともに、運航労務監理官による船
舶及び事業場の監査指導を行う。

	 10-2	 その他

（１）�特殊災害対策の充実強化
消防庁においては、特殊災害に係る防災対策

について、関係機関との連携を強化し、災害防
止対策及び消防防災対策の充実強化を図るた
め、防災体制や消防活動の検討を行う。

（２）�労働災害防止対策
厚生労働省においては、「第14次労働災害防

止計画」（令和５年３月策定）に基づき、計画

的な労働災害防止対策の展開を図る。化学プラ
ント等における化学物質による災害の防止、自
然災害に伴う道路復旧工事等における土砂崩壊
災害などの労働災害の防止等を図る。

（３）�鉱山に対する保安上の監督
経済産業省においては、鉱山における危害及

び鉱害を防止するため、「鉱山保安法」及び
「金属鉱業等鉱害対策特別措置法」に基づき、
立入検査等を行う。

（４）�ライフライン関連施設の保安の確保
経済産業省においては、電気・ガスの供給に

関する施設の適切な維持運用のため、関係法令
に基づき、立入検査等を行う。

（５）�外国船舶の監督の実施
国土交通省においては、「海上人命安全条約」

等の国際基準に適合しない船舶（サブスタン
ダード船）を排除し、海難事故を未然に防止す
るため、外国船舶監督官の体制を整備するとと
もに、我が国に寄港する外国船舶に対する監督

（ＰＳＣ）を的確に実施する。
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	１	 治水事業
国土交通省においては、気候変動の影響や激

甚化・頻発化する水災害の被害を踏まえ、「第
１次国土強靱化実施中期計画」に基づく令和７
年度補正予算も一体的に活用し、国土強靱化の
ための治水対策等を着実に進める。

（１）�流域治水の加速化・深化
（再掲　第２章4-3（９））
気候変動による水災害の激甚化・頻発化に対

応するため、事前防災対策を加速するととも
に、分かりやすい避難情報の提供や住まい方の
工夫などあらゆる関係者が協働し、流域全体で
ハード・ソフト一体となった対策を総動員する

「流域治水」を推進する。

（２）�老朽化対策等による持続可能なインフラ
メンテナンスサイクルの実現

予防保全によるライフサイクルコストの縮
減・平準化を図るため、定期点検等により確認
された修繕・更新が必要な施設への対策を加速
するとともに、新技術の積極的な活用等により
効率的かつ持続可能なメンテナンスサイクルを
実現する。

（３）�維持管理分野、防災・減災分野における
ＤＸの推進

流域に関する様々なデータの取得・作成、蓄
積・連携及び分析・可視化を一体的かつ効率的
に行うための技術開発やプラットフォームの構
築、デジタル技術の実装等を行い、インフラの
整備・管理の効率化・高度化、総合的かつ多層
的な防災・減災対策の実施、災害対応の省人
化・迅速化及び防災情報の高度化を図り、防
災・減災ＤＸを推進する。

	２	 治山事業
（再 掲　第 ２ 章 2-2（10）、3-2（２）、4-2

（１）、5-2（２）、6-2（３））
農林水産省においては、大雨の激化・頻発化

等により、激甚な山地災害が発生していること
を踏まえ、山地災害の被害を防止・軽減する事

前防災・減災の考え方に立ち治山対策を推進す
る。具体的には、流域治水の取組と連携しつ
つ、山地災害危険地区等において、土砂流出の
抑制、森林土壌の保全強化を図るための治山施
設の設置等、荒廃森林の整備及び海岸防災林の
整備等のハード対策と、山地災害危険地区に係
る監視体制の強化推進等のソフト対策を一体的
に実施することにより、地域の安全・安心の確
保を図る。

	 2-1	 国有林治山事業

農林水産省においては、国有林野内における
治山事業を実施する。

	 2-2	 民有林治山事業

農林水産省においては、次の民有林治山事業
を実施する。

（１）�直轄事業
・直轄治山事業

継続17地区について、民有林直轄治山事業
を実施する。
・直轄地すべり防止事業

林野の保全に係る地すべりについて、継続７
地区及び新規１地区（直轄治山と重複している
地区を含む。）において事業を実施する（後掲　
第３章3-1（１））。
・治山計画等に関する調査

治山事業の効果的な推進を図るため、山地保
全調査、治山新技術等推進調査、流域山地災害
等対策調査及び治山事業積算基準等分析調査を
実施する。

（２）�補助事業
・治山事業

荒廃山地の復旧整備や公益的機能が低下した
森林の整備、海岸防災林の整備・保全等を実施
する（後掲　第３章3-1（２））。

	３	 地すべり対策事業
	 3-1	 農林水産省所管事業

農林水産省においては、次の地すべり対策事
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業を実施する。

（１）�直轄事業
・直轄地すべり対策事業

農用地・農業用施設に被害を及ぼすおそれが
大きく、かつ、地すべりの活動が認められる等
緊急に対策を必要とする区域のうち、規模が著
しく大きい等の地すべり防止工事について、事
業を実施する。
・直轄地すべり防止事業
（再掲　第３章2-2（１））

・地すべり調査
地すべり災害から農地及び農業用施設を保全

するため、地すべり防止に係る調査を実施す
る。

（２）�補助事業
・地すべり対策事業

農用地・農業用施設に被害を及ぼすおそれが
大きく、かつ、地すべりの活動が認められる等
緊急に対策を必要とする区域に重点を置き、事
業を実施する。
・地すべり防止事業
（再掲　第３章2-2（２））
林野の保全に係る地すべりについて、集落、

公共施設等に被害を及ぼすおそれが大きく、か
つ、緊急に対策を必要とする地区において事業
を実施する。

	 3-2	 国土交通省所管事業

国土交通省においては、地すべりによる人
命・財産の被害の防止・軽減に資することを目
的として、地すべり防止施設の整備を行うとと
もに、都道府県において、地すべりの危険があ
る箇所を把握し、土砂災害警戒区域等の指定等
による警戒避難体制の整備等を支援する。

また、大雨、地震等により新たな地すべりが
発生又は地すべり現象が活発化し、経済上、民
生安定上放置し難い場合に緊急的に地すべり防
止施設を整備し、再度災害防止を図る。

	４	 急傾斜地崩壊対策事業
国土交通省においては、都道府県が指定する

急傾斜地崩壊危険区域における急傾斜地崩壊防

止施設の整備や、土砂災害警戒区域等の指定等
による警戒避難体制の整備等を支援する。

	５	 海岸事業
（再 掲　第 ２ 章 2-2（12）、3-2（４）、4-2

（２））
農林水産省及び国土交通省においては、国土

保全上特に重要な地域において、避難体制の充
実・強化などソフト面の対策を組み合わせた総
合的な対策を推進している海岸等において気候
変動を踏まえた地震、津波、高潮、波浪、侵食
対策等を重点的に実施する。

	６	 農地防災事業
農林水産省においては、次の事業を実施す

る。

（１）�直轄事業
・国営総合農地防災事業

農村地域の自然的社会的条件の変化により、
広域的に農用地・農業用施設の機能低下又は災
害のおそれが生じている地域において、これに
対処するため農業用用排水施設等の整備を行う
事業を実施する。

（２）�補助事業
・農地防災事業

農用地・農業用施設の湛水被害等を未然に防
止又は被害を最小化するため、農村地域防災減
災事業、特殊自然災害対策施設緊急整備事業等
を実施する。

	７	 災害関連事業
（１）�農林水産省所管事業

農林水産省においては、被災した農林水産業
施設・公共土木施設等の再度災害防止のため、
災害復旧事業と併せて隣接施設等の改良等の災
害関連事業を実施する。

（２）�国土交通省所管事業
国土交通省においては、災害復旧事業の施行

のみでは再度災害の防止に十分な効果が期待で
きないと認められる場合に、災害復旧事業と合
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併して新設又は改良事業を実施する。また、河
川、砂防等について、災害を受けた施設の原形
復旧に加え、これに関連する一定の改良復旧を
緊急に行うほか、施設災害がない場合において
も豪雨等により生じた土砂の崩壊等に対処する
事業等を緊急に実施する。

（３）�環境省所管事業
環境省においては、「第１次国土強靭化実施

中期計画」に基づき、自然公園等施設における
事前防災対策を着実に実施する。

	８	 地盤沈下対策事業
（１）�地盤沈下対策事業
・地下水調査（保全調査）

農林水産省においては、農業用地下水利用地
帯において、地盤沈下等の地下水障害状況の実
態把握等に関する調査を実施する。
・地盤沈下対策事業

農林水産省においては、地盤の沈下により低
下した農用地・農業用施設の効用の回復を図る
ため、緊急に対策を必要とする地域に重点を置
き、農業用用排水施設を整備する等の事業を実
施する。

（２）�地盤沈下防止対策事業等
経済産業省においては、次の事業を実施す

る。
・地盤沈下防止対策工業用水道事業

地下水に代わる水源としての工業用水道の整
備を推進する事業を実施する。
・地下水位観測調査
「工業用水法」に基づく指定地域における規

制効果の測定を行うため、地下水位についての
観測を継続的に実施する。

（３）�低地対策関連河川事業
国土交通省においては、次の事業を実施す

る。
・地盤沈下関連水準測量等

国土地理院においては、全国の主要地盤沈下
地域を対象に、水準測量や人工衛星の観測デー
タを用いたＳＡＲ干渉解析を実施し、地方公共
団体の行う測量結果と併せて地盤変動の監視を
行う。

（４）�地下水対策調査
国土交通省においては、濃尾平野、筑後・佐

賀平野及び関東平野北部の地盤沈下防止等対策
の実施状況を把握するとともに、地下水データ
の整理・分析を行い、地盤沈下を防止し、地下
水の保全を図るための検討を行う。さらに、地
下水行政関係者が収集・整理する地下水データ
を相互に活用する地下水データベースの保守・
運用、修正等を行う。

（５）�地下水・地盤環境対策
環境省においては、全国の地盤沈下に関する

測量情報を取りまとめた「全国の地盤沈下地域
の概況」及び代表的な地下水位の状況や地下水
採取規制に関する条例等の各種情報を整理した

「全国地盤環境情報ディレクトリ」を公表す
る。また、地盤沈下を防止しつつ、地中熱等で
需要が高まっている地下水利用に対応するた
め、持続可能な地下水の保全と利用の両立を推
進するための方策について調査・検討を行う。

	９	 下水道における浸水対策
（再掲　第２章4-2（11））

	10	 その他の事業
（１）�緊急自然災害防止対策事業債等

総務省においては、地方公共団体が自然災害
を未然に防止するために行う地方単独事業を防
災対策事業債（自然災害防止事業）の対象とす
るとともに、河川管理施設又は砂防設備に関す
る工事その他の治山治水事業等の地方単独事業
を一般事業債（河川等事業）の対象とする。ま
た、「第１次国土強靱化実施中期計画」と連携
しつつ、緊急に自然災害を防止するための社会
基盤整備や流域治水対策に関する地方単独事業
について緊急自然災害防止対策事業債の対象と
する。さらに、地方公共団体が単独事業として
緊急的に実施する河川や防災重点農業用ため池
等の浚渫について緊急浚渫推進事業債の対象と
する。

（２）�保安林等整備管理費
農林水産省においては、「全国森林計画」（令

和５年10月13日閣議決定）等に基づき保安林
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の配備を進めるとともに、保安林の適正な管理
を推進するため、保安林の指定・解除等の事
務、保安林の管理状況の実態把握等の事業を実
施する。

（３）�休廃止鉱山鉱害防止等事業等
経済産業省においては、鉱害防止義務者が不

存在又は無資力の休廃止鉱山の鉱害防止のため
に地方公共団体の実施する事業に対して補助を
行うとともに、同義務者が実施する休廃止鉱山
の坑廃水処理事業のうち、義務者に起因しない
汚染に係る部分に対し補助を行う。

（４）�鉄道防災事業
国土交通省においては、旅客鉄道株式会社が

施行する落石等対策及び海岸等保全のための防
災事業並びに独立行政法人鉄道建設・運輸施設
整備支援機構が施行する青函トンネルの防災事
業を推進する。

（５）�鉄道施設の老朽化対策
国土交通省においては、鉄道事業者に対し

て、予防保全の観点から構造物の定期検査の実
施及びそれに基づく健全度の評価を行い適切な
維持管理を行うよう指示するとともに、人口減
少が進み経営状況が厳しさを増す地方の鉄道事
業者に対して、長寿命化に資する鉄道施設の補
強・改良を推進する。また、地域鉄道におい
て、広域的・戦略的なインフラメンテナンス実
現に向け、鉄道事業者の技術力向上、業務体制
の再構築を推進する。

（６）�防災・減災対策等強化事業推進費
国土交通省においては、国民の安全・安心の

確保をより一層図るため、年度当初に予算に計
上されていない事業について、事業推進に向け
た課題が解決されたこと、災害が発生するおそ
れが急遽高まっていること又は災害により被害
が生じていることなど、年度途中に事業を実施
すべき事由が生じた場合に、緊急的かつ機動的
に事業を実施し、防災・減災対策を強化する。

（７）�港湾施設の老朽化対策
国土交通省においては、「インフラ長寿命化

基本計画」（平成25年11月策定）を踏まえた
予防保全型の取組への転換を加速するため、新

技術の活用を推進するなどして、計画的・集中
的な老朽化対策を進める。

（８）�海岸保全施設の老朽化対策
農林水産省及び国土交通省においては、急速

に進行する海岸保全施設の老朽化に対処するた
め、戦略的な維持管理・更新等による予防保全
型のインフラメンテナンスへの転換に向けて、
気候変動を踏まえた海岸保全施設の老朽化対策
を集中的かつ計画的に推進する。

（９）�一般廃棄物処理施設の老朽化対策
環境省においては、一般廃棄物処理施設の老

朽化等による全国的な更新需要の集中によっ
て、地域でのごみ処理能力の不足及び事故リス
ク増大のおそれがあることから、市町村が行う
一般廃棄物処理施設の適切な更新や改修を支援
することで、地域住民の安全・安心を確保す
る。

（10）�浄化槽の整備推進
環境省においては、個別分散型汚水処理施設

である合併処理浄化槽の整備を推進するととも
に、地球温暖化対策に資する浄化槽の省エネ改
修等に対して国庫助成を行う。
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第4章　災害復旧等

	１	 災害応急対策
	 1-1	 自衛隊の災害派遣

防衛省においては、災害派遣に直接必要な経
費として、災害派遣等手当、災害派遣された隊
員に支給される食事等に係る経費を計上してい
る。

	 1-2	 非常災害発生に伴う現地災害対策等

内閣府においては、令和８年度に発生する災
害について、職員を派遣し、被災情報の把握を
行うとともに、必要に応じて政府調査団等によ
る現地派遣を行い、地方公共団体の長等に対し
必要な指導・助言等を行う等、的確かつ迅速な
災害応急対策を行う。

	 1-3	 緊急消防援助隊の災害派遣

消防庁においては、大規模災害や特殊災害の
発生に際し、「消防組織法」第44条第５項の規
定に基づく消防庁長官の指示により出動した緊
急消防援助隊の活動に要する費用について、同
法第49条の規定に基づき負担する。

	 1-4	 災害救助費の国庫負担

内閣府においては、「災害救助法」に基づく
救助に要する費用を同法に基づき負担する。

	 1-5	 �災害弔慰金等の支給及び災害援護資金の貸付

内閣府においては、「災害弔慰金の支給等に
関する法律」（昭和48年法律第82号）に基づ
き、災害弔慰金等の一部負担及び災害援護資金
の原資の貸付を行う。

	 1-6	 �災害時に活用可能なキッチンカー・トレーラーハウス等に係る登録制度の運用

内閣府においては、災害時に活用可能なキッ
チンカー、トイレカー、トレーラーハウス等を

平時から登録・データベース化しておき、発災
時に被災自治体のニーズに応じて迅速に提供を
する災害対応車両登録制度を推進する。

	 1-7	 その他の災害応急対策

（１）�感染症法に基づく消毒や害虫駆除等の実
施

厚生労働省においては、「感染症の予防及び
感染症の患者に対する医療に関する法律」（平
成10年法律第114号）に基づき、都道府県等
が行う感染症の発生予防及びまん延防止のため
に必要な消毒や害虫駆除等に要する費用につい
て、負担する。

（２）�災害廃棄物の処理
環境省においては、地方公共団体が災害のた

めに実施した廃棄物の収集、運搬及び処分に係
る事業に対して補助を行う。

	２	 災害復旧事業
	 2-1	 公共土木施設等災害復旧事業

（１）�治山施設等
農林水産省においては、次のとおり災害復旧

事業を実施する。
・直轄事業

治山施設について、令和７年災害及び令和８
年災害に係る復旧事業の円滑な実施を図る。ま
た、農村振興局所管の地すべり防止施設につい
て、令和８年災害に係る復旧事業の円滑な実施
を図る。さらに、漁港施設について、令和８年
災害に係る復旧事業の円滑な実施を図る。
・補助事業

治山施設について、令和６年災害、令和７年
災害及び令和８年災害に係る復旧事業の円滑な
実施を図る。また、農村振興局所管の海岸保全
施設及び地すべり防止施設について、令和６年
災害、令和７年災害及び令和８年災害に係る復
旧事業の円滑な実施を図る。さらに、漁港施設
及び水産庁所管の海岸保全施設について、令和
６年災害、令和７年災害及び令和８年災害に係
る復旧事業の円滑な実施を図る。
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（２）�河川等
国土交通省においては、次のとおり災害復旧

事業を実施する。
・直轄事業

河川、ダム、海岸保全施設、砂防設備、地す
べり防止施設、道路及び港湾施設について、令
和３年災害、令和６年災害、令和７年災害及び
令和８年災害に係る復旧事業の円滑な実施を図
る。
・補助事業

河川、海岸保全施設、砂防設備、地すべり防
止施設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、橋梁、
水道、下水道、公園、都市施設及び港湾施設に
ついて、令和４年災害、令和６年災害、令和７
年災害及び令和８年災害に係る復旧事業の円滑
な実施を図るとともに、市町村が行う堆積土砂
排除事業及び火山噴火に伴い多量の降灰のあっ
た市町村が行う市町村道、宅地等に係る降灰除
去事業に対してその費用の一部を補助する。

	 2-2	 農林水産業施設災害復旧事業

農林水産省においては、次のとおり災害復旧
事業を実施する。
・直轄事業
「土地改良法」に基づき直轄土地改良事業に

より施行中及び完了した施設及び国有林野事業
（治山事業を除く。）に係る林道施設等につい
て、令和６年災害、令和７年災害及び令和８年
災害に係る復旧事業の円滑な実施を図る。
・補助事業

地方公共団体、土地改良区等が実施する災害
復旧事業については、「農林水産業施設災害復
旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」の
規定により補助し、農地、農業用施設、林業用
施設、漁業用施設及び農林水産業共同利用施設
について事業の進捗を図る。

	 2-3	 文教施設等災害復旧事業

（１）�国立大学等施設災害復旧事業
（再掲　第２章2-2（４））
文部科学省においては、災害により被害を受

けた国立大学等施設の復旧事業に対し、国庫補
助を行う。

（２）�公立学校施設災害復旧事業
文部科学省においては、災害により被害を受

けた公立学校施設の復旧事業に対し、国庫補助
を行う。

（３）�文化財災害復旧事業
文化庁においては、災害により被害を受けた

国指定等文化財の復旧事業に対し、国庫補助を
行う。

	 2-4	 その他の災害復旧事業

（１）�工業用水道施設災害復旧事業
経済産業省においては、工業用水道施設に係

る災害について所要の復旧事業に対して補助を
行う。

（２）�公営住宅等災害復旧事業
国土交通省においては、地方公共団体が実施

する災害により被害を受けた既設公営住宅等の
復旧事業に対し、補助を行う。

（３）�鉄道災害復旧事業
国土交通省においては、鉄軌道事業者が行う

豪雨等により被害を受けた鉄道施設の災害復旧
事業に対して「鉄道軌道整備法」（昭和28年法
律第 169 号）に基づく補助を行うとともに、
特に、大規模な災害により甚大な被害を受けた
鉄道施設の災害復旧事業に対しては、より強力
に支援する。

（４）�海上保安施設の災害復旧事業
海上保安庁においては、災害により被害を受

けた海上保安施設について、復旧事業の円滑な
実施を図る。

（５）�廃棄物処理施設の災害復旧事業
環境省においては、地方公共団体が実施する

災害により被害を受けた廃棄物処理施設を原形
に復旧する事業に対して補助を行う。

（６）�自然公園等施設災害復旧事業
環境省においては、災害により被害を受けた

自然公園等施設を地方公共団体が原形に復旧す
る事業に対して補助を行う。
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	３	 財政金融措置
	 3-1	 災害融資

（１）�沖縄振興開発金融公庫の融資
沖縄振興開発金融公庫においては、本土にお

ける政策金融機関の業務を、沖縄において一元
的に行う総合政策金融機関として、沖縄県内の
被災した中小企業者、生活衛生関係業者、農林
漁業者、医療施設開設者等の再建及び被災住宅
の復興に資するため、貸付資金の確保に十分配
慮するとともに、必要に応じて貸付条件を緩和
した復旧資金の融資措置を講ずる。

（２）�日本私立学校振興・共済事業団の融資
（私立学校施設）

日本私立学校振興・共済事業団においては、
災害により被害を受けた私立学校が日本私立学
校振興・共済事業団から融資を受ける際、貸付
条件を緩和する復旧措置を講ずる。

（３）�独立行政法人福祉医療機構の融資
独立行政法人福祉医療機構においては、融資

の際、病院等の災害復旧に要する経費について
貸付資金の確保に十分配慮するとともに、貸付
条件を緩和した復旧資金の融資措置を講ずる。

（４）�被災農林漁業者に向けた災害関連資金の
融通

金融機関は、被災農林漁業者等に対して災害
関連資金を融通しており、甚大な自然災害に係
る当該災害関連資金について、金利負担を貸付
当初５年間等軽減する措置を講ずる。

また、農業信用基金協会等は被災農林漁業者
等の資金の借入れに対して保証を行っており、
甚大な自然災害に係る当該資金について、保証
料を保証当初５年間免除する措置を講ずる。

（５）�株式会社日本政策金融公庫（国民一般向
け業務）の融資

株式会社日本政策金融公庫（国民一般向け業
務）においては、被災中小企業者等に対し、必
要な資金を融通する。また、既往債務の条件変
更等に柔軟に対応する。

さらに、激甚災害の指定を受けた災害につい
ては、災害貸付の利率の引下げを実施し、被災

中小企業者等の事業再開に向けた資金繰りを支
援する。

（６）�株式会社日本政策金融公庫（中小企業向
け業務）の融資

株式会社日本政策金融公庫（中小企業向け業
務）においては、被災中小企業者に対し、運転
資金・設備資金など必要な資金を融通する。ま
た、既往債務の条件変更等に柔軟に対応する。

さらに、激甚災害の指定を受けた災害につい
ては、災害復旧貸付の利率の引下げを実施し、
被災中小企業者の事業再開に向けた資金繰りを
支援する。

（７）�株式会社商工組合中央金庫の融資
株式会社商工組合中央金庫においては、被災

中小企業者に対し、プロパー融資により運転資
金・設備資金など必要な資金を融通する。ま
た、既往債務の条件変更等に柔軟に対応する。

さらに、激甚災害の指定を受けた災害であっ
て特に中小企業への影響が大きい場合について
は、災害復旧貸付を実施し、被災中小企業者の
事業再開に向けた資金繰りを支援する。

（８）�信用保証協会による信用保証
信用保証協会においては、被災中小企業者に

よる運転資金・設備資金などの必要な資金の借
入れに対して保証を行う。具体的には「災害救
助法」が適用された自治体等において、当該災
害の影響により売上高等が減少している被災中
小企業者に対しては、通常の保証限度額とは別
枠で融資額の100％を保証するセーフティネッ
ト保証４号を適用する。

また、激甚災害の指定を受けた災害について
一定の要件を満たした場合、通常の保証限度額
とは別枠で融資額の100％を保証する災害関係
保証を措置し、被災中小企業者の事業の再建に
向けた資金繰りを支援する。

（９）�独立行政法人住宅金融支援機構の融資
独立行政法人住宅金融支援機構においては、

被災家屋の迅速な復興を図るため、その建設・
補修等について災害復興住宅融資を行う。



272 令和8年版 防災白書

第
3
部

令
和
８
年
度
の
防
災
に
関
す
る
計
画

	 3-2	 災害保険

（１）�地震再保険
財務省においては、「地震保険に関する法律」

に基づき地震再保険事業を運営しているところ
であるが、令和８年度においては、１回の地震
等により政府が支払うべき再保険金の限度額を
11兆5,553億円と定めて実施する。

（２）�農業保険
農林水産省においては、「農業保険法」に基

づき、農業経営の安定を図るため、農業者が災
害その他の不慮の事故によって受ける損失を補
塡する農業共済事業及びこれらの事故等によっ
て受ける農業収入の減少に伴う農業経営への影
響を緩和する農業経営収入保険事業を実施す
る。

（３）�漁業保険
農林水産省においては、漁業者が不慮の事故

によって受ける損失を補塡し、経営の維持安定
を図るため、次の災害補償等を実施する。
・「漁業災害補償法」に基づき、漁業災害に関

する漁業共済事業を実施する。
・「漁船損害等補償法」に基づき、漁船の損害

及び船主の損害の賠償責任等に関する保険事
業を実施する。

（４）�森林保険
国立研究開発法人森林研究・整備機構におい

ては、「森林保険法」に基づき、森林所有者が
火災、気象災及び噴火災によって受ける森林の
損害を補填し、林業経営の維持安定を図るた
め、森林災害に関する森林保険業務を実施す
る。

	 3-3	 地方債

総務省においては、災害復旧事業債について
令和８年度地方債計画（通常収支分）において
1,127億円を計上している。

	４	 災害復興対策等
	 4-1	 被災者生活再建支援金の支給

（１）�被災者生活再建支援金の支給
内閣府においては、「被災者生活再建支援法」

に基づき、被災者に支給される被災者生活再建
支援金について、その半額を補助する。

（２）�被災者生活再建支援基金への拠出財源に
対する地方財政措置

総務省においては、「被災者生活再建支援法」
に基づき、各都道府県が被災者生活再建支援基
金における運用資金のために拠出した経費に係
る地方債の元利償還金について、引き続き普通
交付税措置を講じる。

	 4-2	 阪神・淡路大震災に関する復興対策

震災復興事業に係る特別の地方財政措置
総務省においては、「被災市街地復興特別措

置法」に基づく「被災市街地復興推進地域」に
おいて被災地方公共団体が実施する土地区画整
理事業及び市街地再開発事業について、引き続
き国庫補助事業に係る地方負担額に充当される
地方債の充当率を90％にするとともに、その
元利償還金について普通交付税措置を講じる。

	 4-3	 東日本大震災に関する復興対策

（１）�被災者支援
復興庁等関係省庁においては、被災者の心の

ケア、被災した子どもに対する支援など、きめ
細かな支援を実施する。

（主な事業）
①被災者支援総合交付金
②緊急スクールカウンセラー等活用事業
③被災児童生徒に対する学習支援等のための教

職員加配
④被災者生活再建支援金補助金
⑤地域医療再生基金

（２）�住宅再建・復興まちづくり
復興庁等関係省庁においては、災害公営住宅

の家賃低減のほか、道路事業や災害復旧等の支
援を継続する。
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（主な事業）
①家賃低廉化・特別家賃低減事業
②社会資本整備総合交付金
③森林整備事業
④災害復旧事業

（３）�産業・生業（なりわい）の再生
復興庁等関係省庁においては、福島県の営農

再開に向けた取組を強化するとともに、水産
業、観光等への支援を継続する。被災12市町
村などへ進出した企業への支援を実施する。

（主な事業）
①福島県営農再開・高付加価値産地展開支援事

業
②福島県農林水産業復興創生事業
③漁業・養殖業復興支援事業
④被災地次世代漁業人材確保支援事業
⑤水産業復興販売加速化支援事業
⑥福島県における観光関連復興支援事業
⑦自立・帰還支援雇用創出企業立地補助金

（４）�原子力災害からの復興・再生
復興庁等関係省庁においては、特定復興再生

拠点や特定帰還居住区域の整備、中間貯蔵関連
事業等を着実に実施するとともに、風評払拭の
取組を強化する。避難指示解除区域における生
活環境の整備を推進する。

（主な事業）
①特定復興再生拠点整備事業
②特定帰還居住区域整備事業
③中間貯蔵関連事業
④放射性物質汚染廃棄物処理事業等
⑤復興情報提供・地域情報発信（風評払拭・リ

スクコミュニケーション強化）
⑥福島再生加速化交付金
⑦福島生活環境整備・帰還再生加速事業
⑧帰還困難区域等における鳥獣捕獲等緊急対策

事業
⑨放射性物質対処型森林・林業再生総合対策事

業

（５）�創造的復興
復興庁等関係省庁においては、単に震災前の

状態に戻すのではなく、「創造的復興」を実現
するため、福島国際研究教育機構の取組や福島
イノベーション・コースト構想に係る取組を実

施する。
（主な事業）
①福島国際研究教育機構関連事業
②イノベ地域復興実用化開発等促進事業

（６）�東日本大震災の教訓継承事業等
復興庁においては、東日本大震災の教訓を後

世に継承するため、「東日本大震災 復興政策
10年間の振り返り」の更新に向けて、「第２期
復興・創生期間」における政策や評価等に関す
る資料の収集・整理を行うとともに、復興施策
の実施を担った行政経験者等へのヒアリングを
行う。

（７）�震災復興特別交付税
総務省においては、東日本大震災の復旧・復

興事業に係る被災地方公共団体の財政負担につ
いて、被災団体以外の地方公共団体の負担に影
響を及ぼすことがないよう、別枠で「震災復興
特別交付税」を確保し、事業実施状況に合わせ
て決定・配分する。

（８）�日本司法支援センター（法テラス）にお
ける復興対策

日本司法支援センター（法テラス）において
は、「総合法律支援法」に基づく情報提供、民
事法律扶助の各業務を実施する。

（９）�登記事務処理の復興対策
法務省においては、東日本大震災における被

災地復興の前提として、以下の施策を行う。
・被災者のための登記相談業務
・復興に伴う登記事務処理体制の強化

	 4-4	 �平成28年（2016年）熊本地震に関する復興対策

（１）�農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・災害復旧事業

被災した農林水産業施設の復旧整備を実施す
る。

（２）�国土交通省の対策
・被災市街地の早期復興のための復興まちづく
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りの推進
国土交通省においては、熊本県益城町中心部

における早期復興に向け、主要な幹線道路の整
備や土地区画整理事業等によるまちの復興を支
援する。

	 4-5	 �平成29年（2017年）７月九州北部豪雨に関する復興対策

（１）�農林水産省の対策
農林水産省においては、平成29年７月九州

北部豪雨を含む平成29年台風第３号及び梅雨
前線による６月７日からの大雨による災害の復
旧対策として、以下の事業を実施する。
・治山事業
・森林整備事業

（２）�国土交通省の対策
・宅地耐震化の推進

国土交通省においては、被災宅地の再度災害
を防止するため、公共施設と宅地との一体的な
嵩上げを支援する。

	 4-6	 �平成30年（2018年）７月豪雨に関する復興対策

（１）�農林水産省の対策
農林水産省においては、平成30年７月豪雨

を含む平成30年の梅雨期における豪雨及び暴
風雨による災害の復旧対策として、以下の事業
を実施する。
・治山事業
・森林整備事業

（２）�国土交通省の対策
・土砂災害対策の推進

国土交通省においては、再度災害の防止を目
的に、広島県において土砂災害対策を集中的に
行う。

	 4-7	 �平成30年（2018年）台風第21号に関する復興対策

農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。

・治山事業
・森林整備事業

	 4-8	 �平成30年（2018年）北海道胆振東部地震に関する復興対策

（１）�農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・治山事業
・森林整備事業

（２）�国土交通省の対策
・宅地耐震化の推進

国土交通省においては、被災宅地の再度災害
を防止するための宅地の耐震化を支援する。

	 4-9	 �平成30年（2018年）台風第24号に関する復興対策

農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・治山事業
・森林整備事業

	 4-10	 �令和元年（2019年）８月の前線に伴う大雨に関する復興対策

農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・治山事業
・森林整備事業

	 4-11	 �令和元年（2019年）房総半島台風に関する復興対策

農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・治山事業
・森林整備事業
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	 4-12	 �令和元年（2019年）東日本台風に関する復興対策

（１）�農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・災害復旧事業

被災した農林水産業施設の復旧整備を実施す
る。
・治山事業
・森林整備事業

（２）�国土交通省の対策
・治水対策及び土砂災害対策の推進

国土交通省においては、再度災害の防止を目
的に、甚大な被害を受けた長野県等において治
水対策を行うとともに、宮城県において土砂災
害対策を集中的に行う。

	 4-13	 �令和２年（2020年）７月豪雨に関する復興対策

（１）�農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・災害復旧事業

被災した農林水産業施設の復旧整備を実施す
る。
・治山事業
・森林整備事業

（２）�国土交通省の対策
国土交通省においては、以下の事業を実施す

る。
・治水対策の推進

再度災害の防止を目的に、甚大な被害を受け
た熊本県等において治水対策を行う。
・宅地耐震化の推進

被災宅地の再度災害を防止するため、公共施
設と宅地との一体的な嵩上げを支援する。
・被災鉄道の復旧支援

被災した鉄道の早期復旧を図るため、鉄道事
業者が行う災害復旧事業に対して支援する。

	 4-14	 �令和２年（2020年）台風第10号に関する復興対策

農林水産省の対策
農林水産省においては以下の事業を実施す

る。
・治山事業
・森林整備事業

	 4-15	 �令和３年（2021年）７月１日からの大雨に関する復興対策

農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・災害復旧事業

被災した農林水産業施設の復旧整備を実施す
る。
・治山事業
・森林整備事業

	 4-16	 �令和３年（2021年）８月の大雨に関する復興対策

農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・災害復旧事業

被災した農林水産業施設の復旧整備を実施す
る。
・治山事業
・森林整備事業

	 4-17	 �令和４年（2022年）低気圧や前線による大雨に関する復興対策

（１）�農林水産省の対策
農林水産省においては、令和４年７月の低気

圧や前線によって発生した大雨による災害の復
旧対策として以下の事業を実施する。
・災害復旧事業

被災した農林水産業施設の復旧整備を実施す
る。
・治山事業
・森林整備事業
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（２）�国土交通省の対策
・治水対策の推進

国土交通省においては、再度災害の防止を目
的に、令和４年７月の低気圧や前線による大雨
により甚大な被害を受けた宮城県等において治
水対策を行う。

	 4-18	 �令和４年（2022年）８月３日からの大雨等に関する復興対策

（１）�農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・災害復旧事業

被災した農林水産業施設の復旧整備を実施す
る。
・治山事業
・森林整備事業

（２）�国土交通省の対策
・治水対策の推進

国土交通省においては、再度災害の防止を目
的に、甚大な被害を受けた石川県等において治
水対策を行う。

	 4-19	 �令和４年（2022年）台風第14号に関する復興対策

農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・災害復旧事業

被災した農林水産業施設の復旧整備を実施す
る。
・治山事業
・森林整備事業

	 4-20	 �令和４年（2022年）台風第15号に関する復興対策

農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・治山事業
・森林整備事業

	 4-21	 �令和５年（2023年）梅雨前線による大雨及び台風第２号に関する復興対策

（１）�農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・災害復旧事業

被災した農林水産業施設の復旧整備を実施す
る。
・治山事業
・森林整備事業

（２）�国土交通省の対策
・治水対策の推進

国土交通省においては、再度災害の防止を目
的に、甚大な被害を受けた埼玉県等において治
水対策を行う。

	 4-22	 �令和５年（2023年）梅雨前線による大雨に関する復興対策

（１）�農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・災害復旧事業

被災した農林水産業施設の復旧整備を実施す
る。
・治山事業
・森林整備事業

（２）�国土交通省の対策
・治水対策及び土砂災害対策の推進

国土交通省においては、再度災害の防止を目
的に、甚大な被害を受けた福岡県等において治
水対策を行うとともに、土砂災害対策を支援す
る。

	 4-23	 �令和５年（2023年）７月15日からの梅雨前線による大雨に関する復興対策

（１）�農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・災害復旧事業

被災した農林水産業施設の復旧整備を実施す
る。
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・治山事業
・森林整備事業

（２）�国土交通省の対策
・治水対策の推進

国土交通省においては、再度災害の防止を目
的に、甚大な被害を受けた秋田県等において治
水対策を行う。

	 4-24	 �令和５年（2023年）台風第６号に関する復興対策

農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・治山事業
・森林整備事業

	 4-25	 �令和５年（2023年）台風第７号に関する復興対策

（１）�農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・災害復旧事業

被災した農林水産業施設の復旧整備を実施す
る。
・治山事業
・森林整備事業

（２）�国土交通省の対策
・土砂災害対策の推進

国土交通省においては、甚大な被害を受けた
京都府において、土砂災害対策を支援する。

	 4-26	 令和６年能登半島地震に関する復興対策

（１）�厚生労働省の対策
厚生労働省においては、以下の事業を実施す

る。
・被災者見守り・相談支援等事業
・地域福祉推進支援臨時特例交付金
・地震、豪雨及び台風等の自然災害に係る復

旧・復興工事安全衛生確保支援事業
・都道府県立職業能力開発校の災害復旧事業
・石川職業能力開発短期大学校大規模改修工事

・北陸職業能力開発大学校附属石川職業能力開
発短期大学校訓練用機器等整備の震災復旧

・産業雇用安定助成金（災害特例人材確保支援
コース）

・人材確保等支援助成金（作業員宿舎等設置助
成コース（建設分野）（作業員宿舎等経費助
成）（石川県））

（２）�農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・災害復旧事業

被災した農林水産業施設・公共土木施設の復
旧整備を実施する。
・治山事業
・森林整備事業

（３）�国土交通省の対策
国土交通省においては、以下の事業を実施す

る。
・治水対策及び土砂災害対策の推進

再度災害の防止を目的に、甚大な被害を受け
た石川県等において治水対策を行うとともに、
土砂災害対策を集中的に行う。
・宅地耐震化の推進

被災宅地の再度災害を防止するための宅地の
耐震化を支援する。
・復興まちづくりの推進

被災市町における早期復興に向け、公共公益
施設の整備や土地区画整理事業等によるまちの
復興を支援する。
・道路事業

地震により被災した国道８号の復旧を推進す
るとともに、国道249号沿岸部において、「道
路法」に基づく直轄権限代行により復旧を推進
する。

	 4-27	 �令和６年（2024年）５月27日からの大雨に関する復興対策

農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・災害復旧事業

被災した農林水産業施設・公共土木施設の復
旧整備を実施する。
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・治山事業
・森林整備事業

	 4-28	 �令和６年（2024年）６月17日からの大雨に関する復興対策

農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・災害復旧事業

被災した農林水産業施設・公共土木施設の復
旧整備を実施する。
・治山事業
・森林整備事業

	 4-29	 �令和６年（2024年）６月21日からの大雨に関する復興対策

農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・災害復旧事業

被災した農林水産業施設の復旧整備を実施す
る。
・治山事業
・森林整備事業

	 4-30	 �令和６年（2024年）７月10日からの大雨に関する復興対策

農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・災害復旧事業

被災した農林水産業施設・公共土木施設の復
旧整備を実施する。
・治山事業
・森林整備事業

	 4-31	 �令和６年（2024年）７月25日からの大雨に関する復興対策

（１）�農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・災害復旧事業

被災した農林水産業施設・公共土木施設の復
旧整備を実施する。
・治山事業
・森林整備事業

（２）�国土交通省の対策
・治水対策の推進

国土交通省においては、再度災害の防止を目
的に、甚大な被害を受けた山形県等において治
水対策を行う。

	 4-32	 �令和６年（2024年）日向灘を震源とする地震に関する復興対策

農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・災害復旧事業

被災した農林水産業施設の復旧整備を実施す
る。
・森林整備事業

	 4-33	 �令和６年（2024年）台風第５号に関する復興対策

農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・災害復旧事業

被災した農林水産業施設の復旧整備を実施す
る。
・森林整備事業

	 4-34	 �令和６年（2024年）台風第７号に関する復興対策

農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・治山事業
・森林整備事業
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	 4-35	 �令和６年（2024年）台風第10号に関する復興対策

農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・災害復旧事業

被災した農林水産業施設・公共土木施設の復
旧整備を実施する。
・治山事業
・森林整備事業

	 4-36	 �令和６年（2024年）９月20日からの大雨に関する復興対策

（１）�農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・災害復旧事業

被災した農林水産業施設・公共土木施設の復
旧整備を実施する。
・治山事業
・森林整備事業

（２）�国土交通省の対策
・治水対策及び土砂災害対策の推進

国土交通省においては、再度災害の防止を目
的に、甚大な被害を受けた石川県等において治
水対策を行うとともに、土砂災害対策を集中的
に行う。

	 4-37	 �令和６年（2024年）11月１日からの大雨に関する復興対策

農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・災害復旧事業

被災した農林水産業施設の復旧整備を実施す
る。
・森林整備事業

	 4-38	 �令和６年（2024年）11月９日からの大雨に関する復興対策

農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・災害復旧事業

被災した農林水産業施設の復旧整備を実施す
る。
・森林整備事業

	 4-39	 �令和７年（2025年）岩手県大船渡市等の林野火災に関する復興対策

農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・治山事業
・森林整備事業

	 4-40	 �令和７年（2025年）８月５日から９月21日までの間の豪雨及び暴風雨に関する復興対策

（１）�農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・災害復旧事業

被災した農林水産業施設・公共土木施設の復
旧整備を実施する。
・治山事業
・森林整備事業

（２）�国土交通省の対策
・被災鉄道の復旧支援

国土交通省においては、被災した鉄道の早期
復旧を図るため、鉄道事業者が行う災害復旧事
業に対して支援する。

	 4-41	 �令和７年（2025年）台風第22号及び第23号に関する復興対策

農林水産省の対策
農林水産省においては、以下の事業を実施す

る。
・災害復旧事業

被災した農林水産業施設・公共土木施設の復
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旧整備を実施する。
・森林整備事業

	 4-42	 その他の災害に関する復興対策

（１）�被災者支援団体への交通費補助事業
内閣府においては、被災者支援活動の活性化

を図るため、遠隔地から支援に駆けつける特定
非営利活動法人・ボランティア団体等の被災者
支援団体の交通費について一定額を補助する。

（２）�自然災害による被災者の債務整理に係る
支援

金融庁においては、自然災害の影響によって
既往債務を弁済できなくなった被災者が、「自
然災害による被災者の債務整理に関するガイド
ライン」（平成27年12月25日策定）に基づき
債務整理を行う場合における弁護士等の登録支
援専門家による手続支援に要する経費の補助を
行う。

（３）�人権擁護活動の実施
法務省においては、人権擁護機関（法務省人

権擁護局、全国の法務局及び人権擁護委員）
が、震災等の災害に伴って生起する様々な人権
問題に対し、人権相談を通じて対処するととも
に、新たな人権侵害の発生を防止するための人
権啓発活動を実施する。

（４）�令和３年（2021年）５月豪雨に関する
復興対策

国土交通省においては、豪雨により被災した
岐阜県の県道松原芋島線川島大橋において、

「道路法」に基づく直轄権限代行により復旧を
推進する。
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第5章　国際防災協力

	１	 多国間協力
（１）�国際関係経費

内閣府においては、第３回国連防災世界会議
で策定された「仙台防災枠組 2015-2030」の
普及・定着を図るとともに、我が国の災害から
得られた経験・知見・技術を活かし、戦略的な
国際防災協力の展開及びアジア地域における多
国間防災協力に加え、その他二国間防災協力を
推進する。

（２）�ＩＣＴ防災に係る国際協力のための調
査・実証等

総務省においては、日本企業が有する防災分
野のＩＣＴシステムの海外展開を支援すること
で、展開先国における防災システムの強化を図
るとともに、海外での受注拡大を通じて我が国
の経済成長に貢献する。

（３）�消防用機器等の国際動向への対応
消防庁においては、消防用機器等をめぐる国

際動向を踏まえ、各種の規格・基準の整備等を
含む必要な対応について調査・検討を行う。

（４）�日本規格に適合した消防用機器等の競争
力強化

消防庁においては、東南アジア諸国等におけ
る消防制度の整備状況や消防用機器等の導入実
態の把握や、国内の製造事業者、認証機関等と
の海外展開に向けた制度的課題の検討等を通じ
て、日本規格適合品の海外展開を促進するとと
もに、東南アジア諸国等において消防技術に係
る国際協力や日本の規格・認証制度の普及を図
る。

（５）�国際消防救助隊の海外派遣体制の推進
消防庁においては、国際消防救助隊の一層の

能力強化を図るため、国際消防救助隊の連携訓
練やセミナーの開催など、教育訓練の一層の充
実を図る。

（６）�消防の国際協力及び国際貢献の推進
消防庁においては、我が国がこれまで培って

きた消防防災の技術、制度等を広く紹介する国

際消防防災フォーラムを、主にＡＳＥＡＮ諸国
を対象に開催し、消防防災能力の向上を図る。
また、日韓両国の消防防災の課題等について情
報共有、意見交換等を行う日韓消防行政セミ
ナーを開催し、日韓消防の交流、連携及び協力
の推進を図る。

（７）�消防防災インフラシステムの海外展開の
推進

消防庁においては、急速な人口増加や経済成
長に伴い、大規模ビルや石油コンビナート等に
おける火災や爆発のリスクが増大している新興
国等において、日本企業による消防用機器等の
紹介・展示の場を設け、我が国企業と相手国消
防防災関係者との関係構築を図る。

（８）��国連・国際機関等への拠出
外務省においては、国連等と協力し「仙台防

災枠組 2015-2030」の着実な実施や「世界津
波の日」の啓発活動等を推進するため、国連防
災機関（ＵＮＤＲＲ）への拠出等を行う。ま
た、リアルタイムに世界の災害情報を提供する
リリーフウェブ等を管理・運営する国連人道問
題調整事務所（ＯＣＨＡ）の活動等を支援す
る。

（９）�衛星を利用した防災に関する国際協力の
推進

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構にお
いては、アジア太平洋地域における衛星の災害
関連情報の共有を目的として我が国が主導する

「センチネルアジア」等の国際的な枠組みを通
じて、陸域観測技術衛星２号「だいち２号」

（ＡＬＯＳ－２）及び先進レーダ衛星「だいち
４号」（ＡＬＯＳ－４）の観測データ等を活用
し、海外の災害状況把握に貢献する。

（10）�防災分野の海外展開支援
国土交通省においては、世界における水防災

対策の推進及び我が国の水防災技術の海外展開
を進めるため、国連における防災と水に関する
国際会議等の活動を支援する。

（11）�気象業務の国際協力
気象庁においては、アジア太平洋域各国に対

し、台風や豪雨等の監視に資する静止気象衛星
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画像、台風の解析・予報に関する資料、季節予
報資料、気候監視情報等を提供するとともに、
利用技術や人材育成を支援する活動を行う。

（12）�北西太平洋津波情報の提供
気象庁においては、北西太平洋域における津

波災害の軽減に資するため、米国海洋大気庁太
平洋津波警報センターと連携し、津波の到達予
想時刻や予想される高さ等を北西太平洋関係各
国に対して提供する。

（13）�油流出事故等に対する国際協力推進
海上保安庁においては、日本海及び黄海等に

おける海洋環境の保全を近隣諸国とともに進め
る「北西太平洋地域海行動計画（ＮＯＷＰＡ
Ｐ）」への参画や、各国関係機関との油防除に
関する会議や訓練を通じて、事故発生時に関係
国が協力して対応できる体制の構築に努め、国
際的な連携強化を推進する。

	２	 二国間協力
（１）�「地球規模課題対応国際科学技術協力プロ

グラム（ＳＡＴＲＥＰＳ）」の防災分野に
おける活用

外務省、独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣ
Ａ）、文部科学省及び国立研究開発法人科学技
術振興機構（ＪＳＴ）は、我が国の優れた科学
技術と政府開発援助（ＯＤＡ）との連携によ
り、地球規模課題の解決に向けて、我が国と開
発途上国の研究機関が協力して国際共同研究を
実施するＳＡＴＲＥＰＳを通じて、防災分野に
おける協力を行う。

（２）�防災に関する国際協力の推進
国土交通省においては、防災面での課題を抱

えた新興国等を対象に、「防災協働対話」など
両国の産学官が参画し、平常時から防災分野の
二国間協力関係を強化するとともに本邦防災技
術の海外展開を図る取組を引き続きインドネシ
ア、ベトナム、フィリピン、トルコなどで実施
する。また、ダム再生案件等の海外の関心が高
い分野について、本邦技術の優位性を紹介する
会議を新興国等を対象に行う。これらの取組に
ついては産学官の協力体制を構築する組織であ
る「一般社団法人日本防災プラットフォーム」

と協力し、引き続き海外展開を推進する。
さらに、日本が優位性を持つ衛星による観

測・予測、氾濫解析等の技術を活用し、グロー
バルサウスを対象に水害リスク評価等を実施す
るとともに、水害リスクマップを作成し、水害
リスクの可視化を行う。

くわえて、水防災に関する国際標準形成を推
進するため、二国間会議等を上記の国に加え、
先進国等とも実施する。

（３）�早期警戒システムの海外展開の推進
環境省においては、気候変動対策の一環とし

て、アジア太平洋地域における早期警戒システ
ムの普及に貢献するため、我が国企業との連携
の下、早期警戒システムのビジネスモデルを構
築し、その導入促進を支援する。
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第6章　防災庁の設置・運営
世界有数の災害発生国である我が国におい

て、人命・人権最優先の防災立国を実現すべ
く、我が国の防災全体を俯瞰的に捉え、徹底し
た事前防災と、発災時の対応から復旧・復興ま
での一貫した災害対応の司令塔となる「防災
庁」の令和８年中の設置に向けた準備を進める
とともに、その施策の企画立案・実施体制の整
備に取り組む。

（１）防災庁の設置、任務及び所掌事務
防災庁は、内閣に置き、災害対策の基本理念

にのっとり、防災に関する内閣の事務を内閣官
房と共に助けること及び防災に関する行政事務
の円滑かつ迅速な遂行を図ることを任務とす
る。

また、その任務を達成するため、防災の施策
に関する基本的な方針や計画、大規模な災害へ
の対処に関する企画立案や総合調整、関係行政
機関が講ずる施策の実施の推進をつかさどる。

さらに、防災に関する組織の設置や運営、防
災計画の推進、被災者の応急救助、大規模地震
等への対策、防災に関する技術の研究開発や国
際協力等の事務をつかさどる。

（２）防災庁の組織体制
防災庁は、内閣総理大臣を長とし、事務統括

権と関係行政機関の長に対する勧告権等を有す
る防災大臣を置くとともに、副大臣及び大臣政
務官、事務次官を一人ずつ置く。また、統括官
を４名置き、以下Ⅰ～Ⅳの４部門を置くことと
する。

Ⅰ　総合政策部門
○�予算・会計、人事、広報等の官房機能や

庁全体の政策の調整、防災技術の研究開
発・実装等に関する事務

Ⅱ　災害事態対処部門
○�大規模災害への対処や訓練・人材育成等

に関する事務
Ⅲ　防災計画部門

○�大規模災害に対する災害リスク評価や計
画の企画・立案及び対策等事前防災の推
進、復旧・復興に関する基本的な政策に
関する事務

Ⅳ　地域防災部門

○�デジタル防災技術の活用、産官学民の総
力を結集した災害対応及び被災者支援体
制の構築、普及啓発・防災教育など、地
域の防災力の強化に関する事務

なお、地方機関である防災局については、当
面、千島海溝地震、日本海溝地震及び南海トラ
フ地震に対し、地域における災害リスク評価や
対策の検討・実行支援、地域レベルでの産官学
民の関係者の連携体制構築など事前防災の推進
によって地域の防災力向上に関する支援体制を
強化するとともに、大規模災害発生時における
政府の災害対応の業務継続性や迅速な被災地支
援体制の構築等の観点から、設置に向けた具体
的な検討を実施する。

くわえて、人材確保・育成については、機動
的かつ柔軟な対応が可能な組織体制を目指し、
官民の様々な関係機関から幅広く人員を募り、
必要な体制を構築する。

さらに、防災庁に、従来内閣府に置かれてい
た中央防災会議を置くほか、体系的な防災人材
育成を推進するための文教研修施設（防災大学
校（仮称））の設置を検討する。
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